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『龍
虎
山
志
』
か
ら
み
た
モ
ン
ゴ
ル
命
令
文
の
世
界

-

正

一
敦
故
国
研
究
序
説
-

一

は

じ

め

に

『龍
虎
山
志
』
簡
介

冒

紀

子

296

■■

二

モ
ン
ゴ
ル
朝
廷
と
正

一
改

印

世
租
ク
ビ
ラ
イ
時
代

㈱

成
宗
テ
ム
ル
時
代

㈱

武
宗
カ
イ
シ
ャ
ン
時
代

㈲

仁
宗
ア
ユ
ル
パ
ル
ワ
ダ
時
代

三

命

令

文

の
牒
式

四

石
の
齢
を
越
え
て

- 94-

■■

一

は

じ

め

に

『龍
虎
山
志
』
簡
介

十
四
世
紀
､
青
花
磁
器
の
生
産
開
始
に
よ
っ
て
世
界
に
そ
の
名
を
轟
か
せ
た
江
西
省
の
景
徳
鋸
､
そ
こ
か
ら
銭
道
で
丘
陵
の
ゆ
る
や
か
な
傾

斜
と
ク
リ
ー
ク
の
中
に
連
綿
と
つ
づ
-
水
田
を
車
窓
に
み
な
が
ら
南
行
す
る
こ
と
約
三
時
間
､
交
通
の
要
衝
で
方
言
の
柑
桐
と
も
な
っ
て
い
る

鷹
揮
輝
に
降
-
立
つ
｡
騨
前
か
ら
西
南
郊
外
に
二
十
キ
ロ
も
行
け
ば
､
さ
ほ
ど
高
-
は
な
い
が
異
様
な
形
の
深
緑
に
覆
わ
れ
た
岩
山
の
連
な
-

と
静
か
に
滑
々
と
流
れ
る
浦
河
が
見
え
て
-
る
｡
『水
薪
停
』
冒
頭
の
風
景
措
寓
と
は
か
け
離
れ
た
､
〟小
柱
林
″

こ
と
信
州
は
貴
渓
願
の
龍
虎

｣

｢
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山
で
あ
る
｡
こ
の
地
は
､
張
造
陵
以
来
､
歴
代
漠
天
師
が
住
ま
い
､
孔
子
の
子
孫
術
聖
公
の
居
城
曲
早
と
並
び
稀
さ
れ
て
き
た
｡
前
面
に
河
､

後
ろ
に
山
が
控
え
､
さ
な
が
ら
要
塞
の
ご
と
き
天
師
府
､
こ
ん
に
ち
貴
渓
願
が
誇
る
虞
大
な
水
田
地
帯
､
豊
か
な
植
生
､
木
材
､
石
材
､
そ
し

て
金
､
銀
､
銭
､
銅
の
産
出
量
は
､
歴
代
天
師
が
な
ぜ
こ
の
地
を
按
鮎
と
し
て
き
た
か
を
我
々
に
知
ら
し
め
る
｡

龍
虎
山
は
､
曲
早
と
同
様
､
と
り
わ
け
十
三
､
十
四
世
紀
に
､
モ
ン
ゴ
ル
朝
廷
の
庇
護
の
も
と
､
正

一
敦
と
し
て
認
め
ら
れ
､
未
曾
有
の
繁

(-
)

条
を
享
受
し
た
｡
正

一
敦
の
道
士
た
ち
は
､
お
も
に
儒
教
と
道
教
を
統
括
す
る
集
賢
院
の
も
と
､
中
央
､
地
方
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
事
業
に
参

墓
､
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
｡

と
う
じ
の
正

一
敦
に
つ
い
て
の
比
較
的
纏
ま
っ
た
研
究
書
と
し
て
は
､
孫
克
寛

『元
代
道
教
之
馨
展
』
(墓
漕
中
央
書
局

l
九
六
八
年
十
l

月
)
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
｡
た
だ
､
『元
史
』
の
本
紀
､
揮
老
博
､
『漠
天
師
世
家
』
を
軸
に
､
元
入
文
集
か
ら
関
連
の
部
分
を
抜
粋
､
整
理
す

る
に
と
ど
ま
り
､
む
し
ろ
資
料
集
と
し
て
の
性
格
が
強
か
っ
た
｡
そ
の
ご
､
陳
垣

･
陳
智
超

･
曾
慶
瑛

『道
家
金
石
略
』
(文
物
出
版
社

一
九

八
八
年
)
が
刊
行
さ
れ
た
｡
全
英
敦
の
石
刻
資
料
の
量
に
比
す
れ
ば
格
段
に
少
な
い
も
の
の
､
釜
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
か
っ
た
｡
近
年
､
高
橋

文
治
は
､
同
書
に
収
載
さ
れ
る
碑
刻
文
書
を
フ
ル
活
用
し
､
モ
ン
ゴ
ル
朝
廷
と
全
異
教
､
正

一
敦
を
中
心
と
す
る
道
教
敦
圏
の
関
係
､
敦
圏
内

(
2
)

部
の
シ
ス
テ
ム
を
解
明
し
つ
つ
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
､
じ
つ
は
モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
す
で
に
正

一
敦
の
全
貌
を
知
る
た
め
の
書
物
が
作
ら
れ
て
い
た
｡
皇
慶
二
年

(
二
二
二
二
)､
と
き
の

ジ
ャ
ル
リ
ク

大
力
ア
ン
仁
宗
ア
ユ
ル
パ
ル
ワ
ダ
の
聖

旨

に
よ
っ
て
､
翰
林
侍
講
学
士
の
元
明
善
が
編
纂
し
た
赦
撰

『龍
虎
山
志
』
が
そ
れ
で
あ
る
｡
こ
の

書
の
存
在
自
腰
は
､
『程
雪
模
集
』
巻

一
五

｢龍
虎
山
志
序
｣
､
『造
園
学
古
録
』
巻
二
五

｢河
囲
仙
壇
之
碑
｣
､
そ
し
て

(従
来
全
-
利
用
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
が
信
じ
が
た
い
が
)
薙
正
帝
の
寵
を
得
た
龍
虎
山
の
法
官
婁
近
垣
の

『重
修
龍
虎
山
志
』
(乾
隆
五
年
/
一
七
四
〇
)
に
よ
っ
て
知
り
え

た
｡
『重
修
龍
虎
山
志
』
巻

一
六

｢重
文

･
表
八
｣
収
録
の
玄
敦
嗣
師
呉
全
節
の

｢進
龍
虎
山
志
表
｣
に
よ
れ
ば
､
皇
慶
二
年

(三
月
)
[二

(3
)

月
]
辛
巳
､
か
ね
て
よ
-
カ
ア
ン
の
聖
旨
の
も
と
に
重
建
さ
れ
て
い
た
大
上
清
高
書
宮
の
完
成
報
告
と
し
て
､
呉
全
節
が
集
賢
院
を
通
じ
給
園

を
厭
上
し
た
際
､
そ
の
解
説
書
と
も
な
る

『龍
虎
山
志
』
の
編
纂
を
併
せ
て
願
い
出
た
｡
太
保
の
ク
チ
エ
と
集
賢
院
大
学
士
の
李
邦
寧
が
ア
ユ
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ル
パ
ル
ワ
ダ
に
上
奏
し
､
元
明
善
に
編
纂
の
救
命
が
下
っ
た
｡
呉
全
節
に
序
文
を
依
頼
さ
れ
た
翰
林
学
士
承
旨
の
程
鉱
夫
の
こ
と
ば
を
借
-
れ

ば
､
〟山
川
の
奇
､
人
物
の
盛
､
前
後
宮
字
の
慶
興
､
累
朝
恩
数
の
隆
筒
が
､
此
の
書
に
衆
め
″

ら
れ
て
い
た
｡
全
三
巻
､
四
冊
に
仕
立
て
ら

れ
た
と
い
う
｡

(4
)

そ
の

『龍
虎
山
志
』
の
姿
を
今
に
博
え
る
テ
キ
ス
ト
が
､
墓
漕
故
宮
博
物
院
に
戒
さ
れ
る
｡
大
型
の
美
本
で
､
巻
頭
に
は
元
明
善
と
程
鉦
夫

(
5
)

の
筆
跡
を
そ
の
ま
ま
に
寓
す
序
文
が
掲
げ
ら
れ
る
｡

元
明
善
に
よ
れ
ば
､
天
下
の
名
山
の
中
で
､
救
命
を
も
っ
て
志
が
編
纂
さ
れ
る
の
は
､
龍

虎
山
が
最
初
で
あ
っ
た
｡
彼
は
正

一
敦
側
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
資
料
を
も
と
に
､
｢山
水
｣
｢宮
宇
｣
｢人
物
｣
｢法
線
｣
｢詔
詰
｣
｢碑
刻
｣

｢題
詠
｣
の
七
項
目
に
分
類
､
整
理
し
､
上
中
下
三
巻
に
編
纂
し
な
お
し
た
｡
現
行
の
テ
キ
ス
ト
で
は
､
巻
上
は

｢山
水
｣
か
ら

｢人
物
｣
ま

で
｡
巻
上
の
目
録
は
､
途
中
か
ら
映
落
し
て
い
る
が
､
賓
際
の
中
身
と
照
合
す
る
と
､
｢人
物
｣
は
上

･
下
二
編
に
分
け
ら
れ
､
上
編
に
歴
代

(
6
)

天
師
お
よ
び

(こ
ん
に
ち
映
落
し
て
い
る
が
)
大
宗
師
､
嗣
師
､
宮
門
を
､
下
編
に
末
代
以
降
の
高
士

(や
は
-
途
中
か
ら
鉄
落

)

を
収
録
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
｡
巻
中
､
下
の
目
録
は
の
こ
っ
て
い
な
い
が
､
｢法
縁
｣
(鉄
落
)
｢詔
詰
｣
(大
元
よ
-
前
の
歴
代
の
制
話
は
鉄
落
｡
た
だ
し
､
｢大

元
制
詰
｣
も

｢天
師
｣
の
後
半
部
が
脱
落
)
が
中
巻
､
｢碑
刻
｣
｢題
詠
｣
が
下
巻
で
あ
る
｡
程
鉦
夫
の
序
は
､
延
柘
元
年

(
二
二
一
四
)
正
月
二
十

七
日
附
け
､
し
た
が
っ
て
元
明
善
の
編
纂
作
業
日
腰
は
､

一
年
弱
で
終
了
し
た
こ
と
に
な
る
｡
ア
ユ
ル
パ
ル
ワ
ダ
へ
の
献
上
は
同
年
四
月
に
行

わ
れ
た
｡

こ
の

『龍
虎
山
志
』
は
､
歳
月
と
と
も
に
版
木
が
摩
滅
し
四
十
四
代
天
師
張
宇
清
の
こ
ろ
に
は
僅
か
に
そ
の
一
､
二
を
残
す
の
み
と
な
っ
て

(
7
)

もと

し
ま
っ
た
｡
そ
こ
で
､
四
十
六
代
天
師
張
元
吉
の
赦
授
賛
敦

(補
佐
役
)
の
周
召
は
､
重
修
､
増
訂
を
計
毒
し
た
｡
彼
は
､
あ
-
ま
で
元
の
テ

キ
ス
ト
の
膿
例
を
尊
重
し
､
上
中
下
の
三
巻
構
成
を
踏
襲
し
た
｡
そ
し
て
､
天
師
世
家
に
つ
い
て
は
該
普
箇
所
の
後
に
新
規
増
加
分
の
侍
を
括

入
､
張
留
孫
､
呉
全
節
以
下
の
遺
漏
お
よ
び
大
元
時
代
以
降
の
人
物
の
事
跡
､
山
水
､
宮
字
､
題
詠
等
に
つ
い
て
は
､
別
に
附
録

一
巻
を
も
う

け
て
績
編
と
し
､
以
後
の
増
訂
者
に
も
同
様
の
庭
置
を
と
る
こ
と
を
希
望
し
た
｡

現
行
の
テ
キ
ス
ト
は
､
全
巻
を
通
じ
て
こ
の
周
召
の
増
訂
を
経
た
も
の
で
あ
る
｡
版
木
の
縦
の
長
さ
､
蓄
膿
が
こ
と
な
る
箇
所
は
あ
き
ら
か
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に
槍
補
分
､
ま
た
巻
上

｢山

･
西
華
山
｣
の
項
に
宣
徳
年
間
の
記
事
が
見
え
る
こ
と
､
巻
上

｢人
物

･
天
師
｣
が
巻
中
と
重
複
す
る
制
語
を
い

-
つ
も
収
録
､
し
か
も
巻
中
に
比
べ
て
誤
字
が
多
-
改
窺
､
加
筆
が
認
め
ら
れ
､
｢聖
な
る
語
｣
で
改
行
し
な
い
こ
と
､
延
柘
元
年
よ
-
あ
と

の
記
事
が
散
見
さ
れ
､
至
正
十
三
年

(
二
二
五
三
)
に
行
わ
れ
た
三
代
か
ら
三
十
四
代
天
師

へ
の
加
封
が
各
天
師
の
項
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
､

槍
補
さ
れ
た
三
十
八
代
か
ら
四
十
四
代
の
天
師
に
つ
い
て
も
同
じ
蓄
膿
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
善
書
に
で
き
る
だ
け
似
せ
な
が
ら

(噂

補
部
分
以
外
は
､
謄
嘉
､
覆
刻
を
原
則
と
し
て
)
新
た
に
版
木
が
作
製
さ
れ
た
こ
と
､
問
違
い
な
い
｡
極
度
に
右
上
が
-
の
蓄
膿
で
記
さ
れ
る
四
十

(
8
)

五
代
の
張
林
心丞

に
つ
い
て
は
､
さ
ら
に
そ
の
あ
と
槍
補
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
｡
巻
中
の

｢大
元
制
詰
｣
の
う
ち
､
天
師
の
項
の
末
尾
の
至
正
十

三
年

｢補
賂
歴
代
天
師
職
鋸
｣
は
周
召
に
よ
る
増
補
､
そ
れ
以
外
は
原
型
の
ま
ま
と
看
倣
し
得
る
｡
ア
ユ
ル
パ
ル
ワ
ダ
へ
の
献
上
後
の
延
祐
二

年
七
月
の
制
話
も
収
録
す
る
が
､
こ
れ
は
同
年
の
版
木
作
製
の
段
階
で
呉
全
節
等
に
よ
っ
て
追
加
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
｡
巻
下
の

｢碑
刻
｣
も

巻
頭
の

〟由
南
唐
歴
宋
元
至
今
″

の
一
句
の
み
は
改
麓
だ
が
､
元
明
善
の
編
纂
時
の
ま
ま
の
姿
を
留
め
た
覆
刻
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
本
書

ヽ
ヽ

を
元
刊
明
代
修
補
頼
槍
本
と
す
る
の
は
正
確
で
は
な
い
が
､
常
時
の
姿
を
十
分
に
窺
わ
せ
る
テ
キ
ス
ト
と
い
え
る
｡
な
お
､
頼
編
に
つ
い
て
は

一
巻
の
み
の
筈
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
現
行
の
テ
キ
ス
ト
で
は

〟巻
之

一
″
と
冠
し
､
あ
た
か
も
複
数
の
巻
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
｡
巻
末
を
映
-
た
め
､
は
た
し
て
何
巻
構
成
な
の
か
は
不
明
だ
が
､
周
召
よ
-
さ
ら
に
後
の
手
が
入
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
｡

ち
な
み
に
四
十
三
代
天
師
張
宇
初
は
､
永
楽
年
問
､
〟
膏
志
の
疎
浅
凡
近
の
多
き
を
病
み
″
､
弟
で
の
ち
の
四
十
四
代
天
師
張
宇
清
と
配
下
の

(9
)

李
唐
異
に
､
『龍
虎
山
志
』
十
巻
を
あ
ら
た
め
て
編
纂
さ
せ
て
い
た

｡

と
こ
ろ
が
､
周
召
は
こ
の
テ
キ
ス
I
を
完
全
に
欺
殺
し
た
｡
ぎ
ゃ
-
に
､

『四
庫
全
書
絶
目
提
要
』
所
載
の

『龍
虎
山
志
』
､
す
な
わ
ち
五
十
代
天
師
張
固
辞
緯
修
､
五
十

一
代
天
師
張
蘇
庸
同
修
の

『績
修
龍
虎
山
志
』

三
巻

(中
国
囲
家
固
書
館
戒
､
天
啓
六
年
刊
本
)
は
､
周
召
の
槍
訂
本
を
目
晒
し
て
い
な
が
ら
､
彼
の
経
歴
に
つ
い
て
全
-
述
べ
ず
､
彼
が
提
示

し
た
編
纂
方
法
も
踏
襲
し
な
い
｡
『績
修
龍
虎
山
志
』
を
底
本
に
し
､
さ
ら
に
猫
白
の
収
集
資
料
を
加
え
た
宴
近
垣

『重
修
龍
虎
山
志
』
も
､

周
召
に
つ
い
て
は

一
切
言
及
し
て
い
な
い
｡

そ
こ
に
は
､
正
統
十
四
年

(
一
四
四
九
)､
皇
帝
が
オ
イ
ラ
下
部
の
エ
セ
ン
に
捉
え
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る

｢土
木
の
奨
｣
と
景
泰
帝
の
即
位
､
天
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(10
)

順
元
年

(
一
四
五
七
)
の
正
統
帝
の
復
位
､
成
化
年
間
の
街
聖
公
孔
洪
緒
､
正

一
嗣
敦
張
元
吉
の
獄
と
い
う

一
連
の
政
局
の
中
で
の
天
師
府
の

浮
沈
､
ひ
い
て
は
天
師
府
内
の
勢
力
争
い
が
絡
ん
で
い
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
｡

と
も
あ
れ
､
周
召
が
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
天
師
府
の
威
光
､
条
華
を
現
在
､
未
来
に
､
そ
し
て
張
留
孫
､
呉
全
節
の
姿
を
天
師
の
補
佐
た
る
自

(ll
)

身
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
は
､
疑
い
な
い
｡
末
路
は
と
も
か
-
､
四
十
六
代
天
師
は
､
洪
武
帝
以
来
の
銀
印
で
は
な
-
金
印
と
玉
印
を
得

る
な
ど
､
明
代
の
正

一
敦
を
最
も
輝
か
せ
た
｡
そ
れ
に
､
こ
の
元
刊
本
の
姿
を
う
か
が
わ
せ
る
テ
キ
ス
ト
の
出
現
に
よ
っ
て
､
大
元
､
明
､
清

の
正

一
敦
を

『龍
虎
山
志
』
の
諸
本
を
軸
に
通
覧
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
｡
ま
た
､
従
来
使
用
さ
れ
て
き
た

『頼
道

(12
)

戒
』
所
収
の

『漠
天
師
世
家
』
は
､
四
十
二
代
天
師
の
と
き
の
編
纂
と
さ
れ
､
洪
武
九
年
正
月
の
宋
漆
の
原
序
を
留
め
る
も
の
の
､
賓
際
に
は

洪
武
二
十
三
年
頃
､
四
十
三
代
天
師
張
宇
初
が
刺
校
槍
虞
し
た
テ
キ
ス
ト
を
､
さ
ら
に
寓
暦
三
十
五
年
に
五
十
代
天
師
張
固
辞
が
槍
修
し
た
も

の
で
あ
る
｡
つ
ま
-
､
常
に

『龍
虎
山
志
』
と
セ
ッ
ト
で
､
そ
の
と
き
の
政
治
情
勢
､
龍
虎
山
の
立
場
を
濃
厚
に
反
映
､
主
張
し
な
が
ら
編
纂

し
な
お
さ
れ
て
き
た
｡
周
召
槍
訂
の

『龍
虎
山
志
』
｢人
物

･
天
師
｣
は
､
『漠
天
師
世
家
』
の
原
資
料
で
あ
-
､
こ
れ
ら
の
資
料
を
以
前
よ
-

客
観
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
｡

本
稿
で
は
､
ま
ず
手
始
め
と
し
て
､
こ
の
元
明
善

『龍
虎
山
志
』
の
み
に
収
録
さ
れ
る
大
元
ウ
ル
ス
朝
廷
馨
令
の
大
量
の
命
令
文
､
碑
記

(と
-
に
赦
建
碑
)
に
よ
っ
て
､
混

一
以
後
延
柘
初
年
ま
で
の
正

一
敦
の
歴
史
を
､
三
十
六
代
か
ら
三
十
八
代
の
張
天
師
お
よ
び
張
留
孫
､
呉

全
節
の
官
職
の
奨
蓮
を
軸
に
整
理
し
な
お
し
概
説
す
る

(紙
幅
の
制
限
に
よ
-
､
本
稿
で
は
集
賢
院
､
道
教
所
の
職
務
､
運
営
､
正
一
敦
道
士
と
官
僚
た

ち
の
文
化
交
流
､
全
英
敦
と
の
比
較
等
に
つ
い
て
は
踏
み
込
ま
な
い
)｡
『元
史
』
の
本
紀
は
､
成
宗
テ
ム
ル
の
後
半
以
降
､
道
教
に
つ
い
て
解
れ
る

こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
-
､
臨
知
の
典
籍
､
碑
刻
資
料
の
編
年
も
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
が
､
『龍
虎
山
志
』
に
収
録
さ
れ
る
命
令
文
に
は
､

馨
令
月
日
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
張
天
師
､
張
留
孫
等
の
年
度
ご
と
の
肩
書
き
を
把
握
し
て
お
-
こ
と
は
､
さ
ま
ざ
ま
な
典
籍
の
刊
行
､
碑
文
の

立
石
の
年
次
の
比
定
に
も
役
立
つ
｡
な
お
､
命
令
文
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
お
き
た
い
｡
こ
れ
ら
の
命
令
文
の
中
に
は
､
モ
ン
ゴ
ル

語
を
漢
語
口
語
で
直
詳
し
た
い
わ
ゆ
る
直
詳
腰
の
聖
旨
九
件
も
含
ま
れ
る
｡
察
美
彪

『元
代
白
話
碑
集
録
』
(科
学
出
版
社

一
九
五
五
年
)
に
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は
､
龍
虎
山
正

一
敦
の
た
め
の
命
令
文
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
う
え
､
江
南
の
碑
自
懐
､
武
富
山
大
五
龍
塞
癒
商
量
吋宮
の
一
過
の
み
で
あ

っ
た

(
13)

(こ
ん
に
ち
陸
棲
と
し
て
報
告
さ
れ
つ
つ
あ
る
新
馨
硯
の
直
詳
牒
碑
に
も
､
管
見
の
限
-
江
南
の
も
の
は
な
い
)

｡
『道
家
金
石
略
』
や

『北
京
囲
書
館
戒

中
囲
歴
代
石
刻
拓
本
匪
編

(以
下

『北
拓
』
と
略
す
)』
(中
州
古
籍
出
版
社

一
九
九
〇
年
)､
『元
典
章
』
を
は
じ
め
と
す
る

一
連
の
政
書
に
も
見

え
な
い
未
紹
介
の
直
詳
腰
聖
旨
群
で
あ
る
｡
『龍
虎
山
志
』
の
債
値
を
も

っ
と
も
高
か
ら
し
め
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
｡

一
致
圏
に
宛
て
て
馨

せ
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
時
期
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
懐
の
命
令
文
を
､
収
集
の
努
な
-
し
て
､
こ
ん
に
ち
我
々
は

一
気
に
得
た
わ
け
で
あ
-
､
こ
れ

ら
を
詳
細
に
分
析
す
れ
ば
､
全
異
教
や
太

一
敦
､
大
道
敦
､
悌
敦
､
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
汲
キ
リ
ス
ト
教
等
の
代
表
者
､
造
観
､
寺
廟
に
宛
て
て
馨

令
さ
れ
た
命
令
文
の
見
直
し
は
も
と
よ
-
､
大
元
ウ
ル
ス
の
命
令
文
の
奨
遷
､
大
系
を
理
解
､
整
理
す
る
う
え
で
重
要
な
手
が
か
-
と
な
る
こ

と
は
､
ま
ち
が
い
な
い
｡

■■

二

モ
ン
ゴ
ル
朝
廷
と
正

一
敦
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世
租
ク
ビ
ラ
イ
時
代

(
14
)

二

一五
九
年
､
郡
州
に
侵
攻
し
っ
つ
あ

っ
た
ク
ビ
ラ
イ
は
､
腹
心
の
太

一
敦
の
道
士
圭

一
清
を
江
南
に
遣
わ
し
､
三
十
五
代
嗣
敦
漠
天
師
張

(
15)

可
大
か
ら

｢
の
ち
二
十
年
､
天
下
ま
さ
に
混

l
す
べ
し
｣
と
の
預
言
を
得
た

｡

異
偏
は
と
も
か
-
､
記
録
に
現
れ
る
正

l
敦
と
の
最
初
の
接
鯖

で
あ
る
｡
使
者
の
派
遣
自
腰
は
､
同
年
間
十

l
月
､
華
北
道
教
を
統
括
す
る
全
英
敦
の
蓋

口信
を
開
平
府
に
招
致
す
る
釦

酢

を
馨
し
て
い
る
こ

(
16)

(
17)

と
､

南
宋
攻
略
の
布
石
と
い
っ
た
鮎
か
ら
す
れ
ば
､
じ
ゆ
う
ぶ
ん
に
有
り
得
る
話
で
は
あ
る
｡

張
可
大
は
圭

一
清
と
の
遊
近
の
四
年
後
の
景
走
三
年
/
中
統
三
年

(
二
一六
三
)
に
亡
-
な
-
､
次
男
の
宗
演
が
弱
冠
十
九
歳
で
三
十
六
代

(18
)

天
師
と
な
っ
た
｡
至
元
十
二
年

(
二
一七
五
)､
十
六
年
間
抑
留
さ
れ
て
い
た
図
倍
使
都
経
等
の
蹄
遠
が
果
た
さ
れ
､
バ
ヤ
ン
の
活
躍
に
よ
-
揚

子
江
以
南
の
制
塵
が
ほ
ぼ
確
賓
と
な
る
と
､
ク
ビ
ラ
イ
は
､
臨
安
の
南
宋
朝
廷
の
降
伏
を
ま
た
ず
､
四
月
二
十
九
日
､
兵
部
郎
中
の
王
世
英
､

｣

｢
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19
)

刑
部
郎
中
の
粛
郁
に
詔
を
持
た
せ
て
龍
虎
山
に
遣
わ
し
､
張
宗
演
を
招
聴
す
る
｡

か
つ
て
太
宗
オ
ゴ
デ
イ
が
移
刺
楚
才

(耶
律
楚
材
)
に
命
じ

て
金
末
汗
京
の
戦
乱
の
中
か
ら
先
聖
五
十

一
代
孫
桁
聖
公
孔
元
措
を
､
南
未
､
金
､
モ
ン
ゴ
ル
の
三
勢
力
が
括
抗
し
た
曲
早
で
は
孔
元
用
を
い

ち
早
-
保
護
し
た
よ
う
に
､
道
教
の
ト
ッ
プ
の
張
天
師
を
迎
え
る
こ
と
で
､
中
華
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
王
朝
の
正
統
性
､
文
教
政
策
に
熱
心
な

(
20)

姿
勢
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡

七
月
十
四
日
に
は
､
さ
ら
に
江
南
に
使
者
を
汲
遺
し

〟儒
､
撃
､
倍
､
道
､
陰
陽
の
人
等
を
捜
訪
″

さ
せ

(
21)

た

｡

張
宗
演
の
招
碑
は
､
南
宋
朝
廷
の
降
伏
し
た
翌
至
元
十
三
年
の
四
月
十
九
日
に
も
な
さ
れ
､
張
宗
演
は
張
留
孫
､
孫
景
違
ハ､
李
嗣
仙
等
数

(
22)

(
23)

十
人
の
弟
子
を
揮
び
従
え
て
八
月
に
入
観
し
た
｡

そ
し
て
､
至
元
十
四
年
春
正
月
､

長
春
宮
に
て
酷
を
執
-
行

っ
た
あ
と
､
龍
虎
山
へ
の
蹄
遠

を
願
い
出
て
､
ク
ビ
ラ
イ
よ
-
玉
冠
､
玉
圭
､
金
織
文
服
､
さ
ら
に
演
逼
塞
癒
沖
和
違
ハ人
の
鋸
を
賜

っ
た
｡

『龍
虎
山
志
』
巻
中
に
は

《
授
三
十
六
代
異
人
》
と
し
て
､
こ
の
と
き
馨
令
さ
れ
た
雅
文
漢
文
の
聖
旨
が
収
録
さ
れ
る
｡
じ
つ
さ
い
の
正
本

(
24
)

は
､
以
下
の
漠
字
音
を
バ
ク
パ
字
で
表
記
し
た
も
の
で
あ
っ
た
｡

も
っぱ
ら

A

上
天
等
命
せ
る
皇
帝
の
聖
旨
-
嗣
漠
三
十
六
代
天
師
張
宗
演
卿
は
､
心
は
法
統
を
停
え
､
腰
は
寅
風
を

粋

に
し
､
黄
庭
大
洞
之
科
を
虞

こ
こ

こ
こ

げ
､
正

一
盟
威
之
録
を
持
す
｡
麦
に
清
た
-
宴
に
静
た
-
､
信
を
以
て
し
誠
を
以
て
す
｡
三
尺
の
青
蛇
は
冥
漠
に
於
い
て
鬼
神
を
役
し
､

た
ま

l
杯
の
明
水
は
避
遇
に
於
い
て
妖
聾
を
浄
す
｡
鉦
に
開
済
之
功
を
宏
-
す
れ
ば
､
宜
し
-
褒
崇
之
鋸
を
昇
,つ
べ
し
｡
演
逼
塞
癒
沖
和
異
人

を
特
賜
す
可
し
｡
宜
し
く
張
宗
演
に
令
す
べ
し
｡
此
を
准
け
よ
｡
至
元
十
四
年
二
月
日
｡

ま
た
､
『庭
山
太
平
興
国
宮
探
訪
異
君
辛
苦
』
(
『遺
戒
』､
『戒
外
道
書
』
所
収
)
巻
四

｢元
朝
崇
奉
類

･
聖
旨
文
字
｣
に
､
お
そ
ら
-
同
日
に

馨
令
さ
れ
た
バ
ク
パ
字
モ
ン
ゴ
ル
語
命
令
文
に
副
本
と
し
て
そ
え
ら
れ
た
直
講
が
載
る
｡
ほ
ん
ら
い
､
『龍
虎
山
志
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
た

は
ず
で
あ
る
が
､
現
行
の
テ
キ
ス
ト
で
は
､
天
師
に
封
し
て
馨
令
さ
れ
た
直
詳
腰
聖
旨
の
部
分
が
ま
る
ご
と
映
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
｡

と
こしえ

ち
から

う
ち

う
ち

カ
ア
ン

ジ
ャ
ル
-
ク

ま

ち

の

む

ら

の

ダ

ル

ガ

チ

ノ
ヤ
ン

た
ち

に

B

長
生
の
天
の
気
力
の
裏
に
､
大
い
な
る
福
庵
の
護
助
の
裏

に
､
皇

帝

の
聖

旨

-
城

子

裏

､
相

子

裏

､
達

魯

花

赤

官

人

毎

根
底
､
来
往
行

る

エ
ル
チ

た
ち

の

ノ
ヤ
ン

た
ち

の

た
ち

お
お

た
ち

じ
ん
み
ん
た
ち

に

る

ジ
ャ
ル
-
ク

チ

ン
ギ

ス

(路
)
[踏
]
す
底

使

臣

毎

､

管
軍
的

官

人

毎

､

出
軍
底

人
毎

､

衆

-
の
先
生
毎

､

百

姓

毎

根
底
､
宣
諭
す
的

聖

旨

-
成

吉
思

皇
帝
､

カ
ガ
ン

ジ
ャ
ル
-
ク

う
ち

ト
イ
ン

エ

ル

ケ

ウ

ン

ダ
シ
ュ
マ
ン

い

か

な

る

つ
け

る

な

わ
れ
ら

た
め

せ
よ

略

筆

皇
帝
の
聖

旨

の
裏

に
-
｢和
尚

､
也

里

可

温

､
先
生
､
達

矢

蟹

は
､
不

抹

甚

磨

差
馨
も
休

著
者

｡
天
を
苦
し
俺

毎

の
輿

に
税
願
者

｣
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の

た

い

ま

ジ
ャ
ル
リ
ク

う
ち

ト
イ
ン

エ

ル

ケ

ウ

ン

ダ
シ
ュ
マ
ン

と
掛

っ
た
的

で
有

っ
来

｡
｢如
今

で
あ

っ
て
も
己
先
の
聖

旨

の
腰
例
の
裏

に
依
著
し
て
､
和

筒

､
也

里

可

温

､
先
生
､
達

夫

蟹

は
､

い

か

な

る

つ
け
ず

う
ち

わ
れ
ら

た
め

せ
よ

と
い
っ
て

こ

不

抹

甚

磨

差
馨
も
休

著

､
太
上
老
君
の
教
法
の
裏

に
依
著
し
て
､
天
を
苦
し
俺

毎

の
輿

に
税
願
者

｣
厳

道

､

這

の
信
州
龍
虎
山
上
清
正

一

に

も

て

い

-

ジ
ャ
ル
-
ク

た

ぞ

ま

た

か
し
ら

も
ろ
も
ろ

う
ち

宮
に
住
持
す
る
張
天
師
根
底
執
り
把

っ
著

行

的

聖

旨

を
輿
え
了

也

｡
更

有

天
師
の
本
戸
の
演
法
観
*
を
頭

と
為
す
諸

の
宮
観
の
裏

に
､

う
ち

エ
ル
チ

た
ち

と

ま

る

な

だ
れ
で
あ
っ
て
も

ち
か
ら

い

す

わ

る

な

う
ち

さ
ば
き
を
-
だ
す
な

お

-

な

な
ん
で
あ
っ
て
も

房
合
の
裏

に
､
使

臣

毎

は
休

下
着

｡
不

抹

是

誰

､
気

力

に
侍

っ
て
休

住

坐

者

｡
宮
観
の
裏

に
休

断

公

事

者

｡
倉
糧
は
休

頓

着

｡
不

抹

甚

磨

お

き

は
な
つ
な

シ
ュ
ス

つ
け

る

な

あ
た
え
る
な

お
よ

る

ひ
き
う
す

し

ち

や

休

頓

放

者

｡
鋪
馬
､
紙

麿

は
休

著
者

｡
商
税
は
休

輿

者

｡
但

そ
宮
観
に
属
す
底

田
地
､
水
土
､
竹
木
､
梶

磨

､

船
隻
､
園
林
､
解

典

庫

､

や
ど
や

み

せ

い

か

な

る

も
と
め
る
な

店

､

浴
堂
､
鋪

席

､
酒
酷
は
､
不

抹

甚

磨

差
馨
で
あ

っ
て
も
休

要

者

｡

て

ど
う
し

た
ち

に

な
ん
で
あ
っ
て
も

よ
う
き
ゅ
う
す
る

た
ち

も

あ
た
え
る
な

し
著

､
於
先

生

毎

根
底
､
不

抹

甚

廠

休

索

要

者

｡
先
生
毎

也

休

輿

者

｡

う
ち

の

う
ち

そ

む

か

ず

ゆ
き
す
す
め

の
裏

に
､
太
上
老
君
的

教
法
の
裏

に
休

別
了

､
理
に
依

っ
て
行

踏

者

｡

ら

て
お
い
た

た
ち

と

ま

ち

ノ
ヤ
ン

が
有

っ
た
吋

､
倍
付
し
乗

的

先
生
毎

の
頭
目
輿

城

子

を
管
す
る
官

人

が

わ

れ

ら

の

ジ
ャ
ル
リ
ク

ら

俺

毎
的

明
降
せ
る
聖

旨

が
無
か
っ
た
吋

､
諸
色
の
投
下
を
推
稀

た
ち

い

か

な

る

も

こ

の

こ
と
ば

更
に
先
生
毎

は
不

抹

甚

磨

公
事
で
あ

っ
て
吋

､
這

の
天
師
的

言

語

ま

た
ち

に

さ
ば
き
を
つ
け
る
な

た
ち

と

た
ち

の

更

た
俗
人
毎

根
底
休

蹄

断

者

｡
先
生
毎

輿

俗
人
毎

に
折
雷
的

言
語

よ

も

の

う

一
同
に
理
間
蹄
断
せ
者

｡
若

し
先
生
的

腰
例
に
行
わ
ず
行
的

公
事

303

■■

う
そ
を
つ
い
た
り
あ
-
じ
を
は
た
ら
-

た
ち

ま

ち

ダ

ル

ガ

チ

ノ
ヤ
ン

た
ち

に

い
い
っ

よ

ま

こ

と
り
も
っ
て

い

-

は
､
説

読

倣

賊

的

先
生
毎

は
､
於
城

子

を
管
す
る
達

魯

花

赤

官

人

毎

根
底
分

付

け
輿
え
者

｡
更

た
這

の
張
天
師
は

｢執
把

著

行

的

ジ
ャ
ル
-
ク

と
い
っ
て

お
こ
な
う
な

ら

わ
れ
ら

に

い

え

ど

の

よ

う

い
う
こ
と

わ
れ
ら

わ
か

だ
ろ
う

聖

旨

が
有
る
｣
磨

道

､

腰
例
に
無
い
公
事
は
休

行

者

｡
行

っ
た
吋

､
俺

毎

根
底
説

者

｡

忠

生

股

に
道

的

も
､
俺

毎

は
識

る
也

者

｡
(至
元

ジ
ャ
ル
リ
ク

わ
れ
ら
の

ぅ

し

い

か

た

十
四
年
二
月
初
十
日
)
[聖
旨

(I
俺

的

)
は
､
牛

鬼

の
年
の
二
月
初
十
日
､
大
都
に
有
る
時
分
に
慕
い
来
]
｡

*

『龍
虎
山
志
』
巻
上

｢天
師
家
廟
｣
〟天
師
家
廟
者
､
四
代
天
師
作
於
信
州
之
龍
虎
山
紀
其
租
天
師
､
其
子
孫
､
世
紀
世
相
､
今
三
十
七
代
廟
､
膏
在
上

清
宮
西
二
十
里
､
宋
赦
賜
額
日
演
法
観
″

こ

こ
の
A
､
B
ふ
た
つ
の
聖
旨
と
B
に
封
磨
す
る

｢上
清
正

一
宮
提
鮎
｣
の
銅
印
の
給
付
を
踏
ま
え
た
う
え
で
､
〟這
の
演

(法
)
[道
]
塞
磨

に

う
ち

あ

ら

ゆ

る

お
お

た
ち

か
し
ら

よ

と
い
っ
て

こ

よ
う

ジ
ャ
ル
-
ク

た

ぞ

沖
和
異
人
張
天
師
根
底

｢江
南
の
田
地
の
裏

の
癒

有
的

衆

-
の
先
生
毎

の
頭

鬼

と
為

っ
て
掌
管
せ
者

｣
磨

道

這

の
般

な
聖

旨

を
輿
え
了

也

″

(25
)

と
宣
諭
す
る
､
す
な
わ
ち
江
南
諸
路
道
教
所
の
代
表
に
任
ず
る
モ
ン
ゴ
ル
語
の
聖
旨
C
お
よ
び
二
品
の
銀
印
が
下
さ
れ
た
｡
『元
典
章
』
巻
三

三

｢砥
部
六

･
道
教
｣
は
､
そ
の
直
話
を
､
中
書
省
に
由
る
公
布
を
適
宜
節
略
し
た
形
で
､
【
宮
観
不
得
安
下
】
と
題
し
掲
載
す
る

(書
式
､
内

容
は
B
に
酷
似
)｡
日
附
は
同
年
の
十

一
月
と
な

っ
て
い
る
｡
『元
史
』
の
本
紀
が

〟嗣
漠
天
師
張
宗
演
に
演
逼
塞
癒
沖
和
異
人
､
[管
]
領
江
南

-101-
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諸
路
道
教
を
賜
う
″

と
あ
た
か
も
A
､
C
同
時
に
登
令
さ
れ
た
よ
う
に
い
う
の
は
､
正
し
-
な
い
｡
A
､
B
の
馨
令
と
同
じ
二
月
に
克
吉
祥
､

(
26)

怜
異
加
､
加
瓦
八
の
三
名
を
江
南
程
敦
の
絶
揺
と
し
､
倍
の
租
賊
を
免
除
し
寺
字
を
擾
す
こ
と
を
禁
じ
る
聖
旨
が
-
だ
さ
れ
て
い
る
の
で

､

C

が
も
と
は
二
月
か
ら
そ
う
遠
-
な
い
時
期
に
馨
令
､
十

一
月
に
再
度
引
用
さ
れ
た
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
が
､
七
月
以
降
の
江
南
行
墓
､

提
刑
按
察
司
､
江
西
行
省
の
設
立
､
八
月
に
南
北
の
官
吏
の
遷
韓
の
腰
例
が
暫
定
的
に
制
定
さ
れ
江
南
運
営
の
枠
組
み
が
整
え
ら
れ
は
じ
め
た

こ
と
､
十

一
月
の
江
南
平
定
宣
言
を
考
え
れ
ば
､
十

一
月
の
馨
令
は
そ
れ
な
-
の
説
得
力
を
も
つ
｡

な
お
､
C
に
は
本
来
､
江
南
に
お
け
る
張
宗
演
の
度
牒
馨
給
権
を
認
め
る

一
文
も
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
｡
『元
典
章
』
の
同
じ
巻
の

【
有

セ
チ
ェ
ン

カ
ア
ン

る

た
ち

て

の

張
天
師
戒
法
倣
先
生
】
に

〟在
前
停

滞

皇

帝

の
聖
旨
に
-
江
南
の
田
地
の
裏
に
有
的

先
生
毎

は
､
張
天
師
が
掌
管
し
着

､
太
上
老
君
的

教
法
､

の

う
ち

え

も
の

ど

う

し

に

な

る

な

張
天
師
的

言
語
の
裏

に
行
者

｡
張
天
師
の
文
字
の
無
い
的

は
休

倣
先

生

者

″

と
あ
-
､
『龍
虎
山
志
』
巻
上

｢人
物
上

･
天
師
｣
は

〟自
ら
牒

こ

を
出
し
て
人
を
度
し
造
士
と
為
す
を
得
､
諸
路
は
追
録
司
を
設
け
､
州
は
道
正
司
を
設
け
､
願
は
威
儀
司
を
設
け
､
皆
寄
れ
に
屈
す
″

と
い
う
｡

さ
ら
に
､
『洞
零
囲
志
』
(董
漕
国
家
囲
書
館
戒
影
元
抄
本
)
巻
五

｢人
物
門

･
洞
零
宮
住
持
題
名
｣
を
見
る
と
､
至
元
十
五
年
十

一
月
に

〟管
領

道
教
所
､
師
の
節
付
″

に
よ
っ
て
杭
州
洞
零
宮
の
各
職
が

一
括
任
命
さ
れ
て
い
る
｡

い
っ
ほ
う
､
張
宗
演
の
か
わ
-
に
朝
廷
に
留
ま

っ
た
弟
子
の
張
留
孫
に
封
し
て
は
､
至
元
十
五
年
五
月
二
十
九
日
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
凝

藁
崇
静
通
玄
法
師
､
江
南
諸
路
道
教
都
提
鮎
の
肩
書
き
を
特
賜
す
る
A
型
の
命
令
文
が
下
さ
れ
た
｡
つ
づ
い
て
九
月
と
閏
十

一
月
に
､
〟長
生

の
天
の
気
力
の
裏
に
､
皇
帝
聖
旨
″
と
冠
し
て
､
〟宜
令
張
留
孫
｡
准
此
｡
″

で
終
わ
る
命
令
文

(か
-
に
耳
型
と
す
る
)
が
銀
印

(秩
三
品
)
と

(
27)

こ
と

と
も
に
輿
え
ら
れ
た

｡

前
者
は
､
〟江
北
､
涯
束
､
涯
西
､
刑
裏
等
の
路
の
新
附
せ
る
州
､
城
の
造
衆
の
勾
首
を
管
領
す
可
し
｡
徐
は
故
の
如

し
″

と
命
じ
､
後
者
は
､
張
留
孫
の
居
場
所
で
あ
る
上
都
､
大
都
の
崇
異
高
書
宮
の
建
設
を
踏
ま
え
､
絶
揺
南
涯
刑
裏
等
路
道
教
勾
昔
､
江
南

-102-
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諸
路
道
教
都
提

璽
書
が
餐
令
さ
れ 鮎
た蒜の

役
職

に
加
え
て
玄
敦
宗
師
を
特
賜
す
る
｡
ま
た
､
至
元
十
六
年
二
月
十
五
日
に
は
､
張
天
師
の
C
の
命
令
文
に
封
癒
す
る

○＼J

に

う
ち

あ

ら

ゆ

る

お
お

た
ち

を

そ
の

一
節
に

〟
這
の
張
宗
師
根
底

｢涯
東
､
涯
西
､
刑
嚢
等
の
路
の
田
地
の
裏

の
磨

有
的

衆

-
の
先
生
毎

根
底
掌
管
せ

よ

に

も

-

ジ
ャ
ル
-
ク

た

ぞ

者
｣
張
宗
師
根
底
執
-
把

て
行
的

聖

旨

を
輿
え
了

也

″
と
い
う
｡
南
港
刑
裏
等
路
道
教
所
で
は
い
ち
お
う
代
表
だ
が
､
江
南
諸
路
道
教
所
で

｣

｢
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は
管
領
の
張
天
師
の
配
下
と
い
う
構
造
で
あ
る
｡
所
宿
に
よ
っ
て
皇
太
子
テ
ン
キ
ム
､
皇
后
チ
ャ
ブ
イ
等
の
寵
を
得
た
と
は
い
え
､
ク
ビ
ラ
イ

は
､
あ
-
ま
で
張
天
師
を
先
に
立
て
た
の
で
あ
る
｡
ク
ビ
ラ
イ
が
常
初
､
張
留
孫
に
天
師
境
を
輿
え
よ
う
と
し
た
と
す
る
趨
孟
順
の

｢張
留
孫

碑
｣
､
張
留
孫
の
進
言
に
よ

っ
て
張
天
師
に
異
人
鋸
が
輿
え
ら
れ
た
と
す
る
虞
集
の

｢張
宗
師
墓
誌
銘
｣
(
『造
園
学
古
録
』
巻
五
〇
)､
呉
澄
の

｢追
行
碑
｣
(
『臨
用
具
文
正
公
集
』
巻
三
二
)
等
は
､
か
な
-
あ
と
の
大
徳
十
年
に
出
現
す
る
逸
話
に
も
と
づ
い
て
お
り
､
阿
談
と
み
な
し
て
お

(
29)

-
べ
き
だ
ろ
う
｡
｢張
上
卿
｣
の
銘
を
刻
ん
だ
剣
を
輿
え
た
の
も
､
ク
ビ
ラ
イ
で
は
な
-
チ
ャ
ブ
イ
で
あ
る
｡

張
留
孫
が
刑
涯
の
道
教
を
掌
る
こ
と
に
な

っ
て
三
ケ
月
後
の
五
月
､
宗
師
の
父
た
る
張
九
徳
に
も
奉
議
大
夫
信
州
路
線
管
府
治
中

(資
品
､

職
品
と
も
に
正
五
品
)
が
授
け
ら
れ
た
｡
し
か
も
張
九
徳
は
翌
十
七
年
二
月
に
大
中
大
夫
同
知
新
束
道
宣
慰
司
事

(従
三
品
)
に
昇
進
､
二
十
二

年
十

l
月
に
同
知
江
東
道
宣
慰
司
事
に
配
置
換
え
と
､
張
留
孫
の
江
南
で
の
権
益
､
業
務
連
絡
を
保
澄
､
サ
ポ
ー
ト
さ
せ
る
か
の
ご
と
き
人
事

(
30)

異
動
が
な
さ
れ
た
｡
至
元
十
八
年
の
夏
に
は
､
弟
子
の
陳
義
高
が
招
聴
さ
れ
テ
ン
キ
ム
の
近
侍
と
な

っ
て
北
達
に
従
軍
す
る
｡

二
十
三
年
に
は

(
31)

張
留
孫
の
師
で
あ
る
李
宗
老
も
静
安
沖
妙
崇
敬
法
師
､
江
東
道
道
敦
都
提
鮎
を
授
け
ら
れ
､
上
清
正

一
宮
に
住
持
す
る
｡

少
な
-
と
も
至
元
十

六
年
以
降
､
中
書
省
､
枢
密
院
､
御
史
墓
ほ
か
百
官
の
上
奏
は
､
ま
ず
皇
太
子
テ
ン
キ
ム
に
封
し
て
な
さ
れ
た
｡
テ
ン
キ
ム
が
囲
政
を
預
か
る

(
32)

に
あ
た
っ
て
は
､
太

一
敦
宗
師
李
居
童
吋
の
ク
ビ
ラ
イ
へ
の
進
言
等
も
あ

っ
た
と
い
い

､

テ
ン
キ
ム
を
中
心
に
あ
ら
た
な
道
教
管
理
の
構
想
が
進

(
33)

め
ら
れ
た
こ
と
は
､
お
そ
ら
-
間
違
い
な
い

｡

そ
の
さ
な
か
の
至
元
十
七
年
七
月
､
張
留
孫
は
咲
難
と
と
も
に
､
ク
ビ
ラ
イ
､
チ
ャ
ブ
イ
､
テ

ン
キ
ム
の
命
を
奉
じ
て
龍
虎
山
､
閣
白
ヒ
山
､
三
茅
山

へ
代
紀
に
汲
遺
さ
れ
た
｡
同
時
に
江
南
の
名
山
を
歴
訪
し
高
士
を
保
拳
す
る
任
務

(
の
ち

(
34)

の
集
賢
院
の
職
務
に
つ
な
が
る
)
お
よ
び
張
天
師
を
お
迎
え
に
い
-
と
い
う
特
命
も
帯
び
て
い
た
｡

の
ち
二
十
四
年
二
月
に
も
ほ
ぼ
同
目
的
で
龍(

35)

虎
山
､
閣
白
山
､
三
茅
山
の
代
紀
に
派
遣
さ
れ
､

一
門
の
王
蓄
街
等
も
随
行
､
こ
の
と
き
龍
虎
山
で
修
行
中
の
呉
全
節
を
朝
廷
に
連
れ
締
る

(ち
な
み
に
､
正

一
致
の
道
士
に
課
せ
ら
れ
た
江
南
遺
逸
の
保
拳
の
任
に
お
け
る
も
っ
と
も
早
い
例
は
､
至
元
十
三
年
バ
ヤ
ン
の
推
薦
に
よ
っ
て
ク
ビ
ラ
イ
の

(
36)

も
と
に
入
観
し
た
杭
州
宗
陽
宮
の
杜
道
堅
で
あ
る

)

｡

｢張
留
孫
碑
｣
に
よ
れ
ば
､
か
れ
は
至
元
十
七
年
の
汲
道
か
ら
蹄
還
す
る
と
､
商
議
集
賢
院
事
に
抜
擢
さ
れ
､
『道
徳
経
』
以
外
の
追
善
は
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(
37
)

全
て
焼
却
庭
分
さ
れ
る
は
ず
で
あ

っ
た
の
を
侶
経
三
十
九
種
に
留
め
る
よ
う
､
テ
ン
キ
ム
に
嘆
願
し

『道
戒
』
を
救

っ
た

｡

ま
た
､
翰
林
院
と

集
賢
院
を
分
立
せ
し
め
､
前
者
は

〟詔
詰
国
史
を
掌
-
〟
､
後
者
は

〟天
下
の
賢
士
を
館
し
て
以

っ
て
道
教
を
領
し
″

て
､
〟道
官
及
び
宮
観
主

著
を
置
き
､
印
の
五
品
に
税
し
き
を
給
す
る
″
よ
う
に
上
奏
し
た
｡
分
立
は
､
『元
史
』
巻
八
七

｢百
官
志
｣
に
よ
れ
ば
至
元
二
十
二
年
の
こ

ヽ
ヽ
ヽ

と
で
あ
る

(全
英
敦
の
代
表
者
で
あ
っ
た
郁
志
誠
は
､
二
月
に
張
志
仙
を
後
任
と
す
る
申
請
書
を
い
っ
た
ん
集
賢
院
に
提
出
､
カ
ア
ン
に
上
奏
し
て
も
ら
う
手

(
38
)

緯
き
を
踏
ん
で
い
る

)

｡

し
か
し
､
じ
つ
さ
い
に
張
留
孫
が
商
議
集
賢
院
道
教
事
と
な

っ
た
の
は
､
至
元
二
十
五
年
七
月
で
､
『龍
虎
山
志
』
に
耳
型
の
命
令
文
が
収

(
39)

(

4

0)

録
さ
れ
て
い
る

(し
た
が
っ
て

｢張
公
家

停

｣

に
い
う

〟預
議
集
賢
院
″

は
官
名
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
)｡
｢張
留
孫
碑
｣
に
も
と
づ
-

｢張
公
家
停
｣
､

｢墓
誌
銘
｣
は
､
分
立
を
そ
れ
ぞ
れ
至
元
十
八
年
､
至
元
十
四
年
の
こ
と
と
し
て
､
こ
の
間
の

｢張
留
孫
碑
｣
の
記
事
を
配
列
し
な
お
し
辻
複

を
あ
わ
せ
よ
う
と
す
る
が
､
成
功
し
て
い
な
い
｡
『造
戒
』
云
々
の
話
に
し
て
も
､
至
元
十
七
年
か
ら
十
八
年
に
か
け
て
張
天
師
を
は
じ
め
と

(
41)

す
る
各
道
教
の
代
表
者
が
招
聴
さ
れ
て
い
る
の
は
､
ひ
と
つ
に
は
ま
さ
に
こ
の
討
論
の
た
め
で
あ

っ
て

､

張
留
孫
ひ
と
-
の
功
に
蹄
す
る
こ
と

は
難
し
い
｡
ま
た
､
こ
の
前
後
で
語
ら
れ
る
､
張
留
孫
が
武
宗
カ
イ
シ
ャ
ン
､
仁
宗
ア
ユ
ル
パ
ル
ワ
ダ
の
名
付
け
親
で
あ
っ
た
話
､
サ
ン
ガ
の

失
脚
し
た
二
十
八
年
に
オ
ル
ジ

エ
イ
を
右
丞
相
に
推
薦
し
た
話
､
二
十
九
年
の
適
意
河
の
開
設
の
議

へ
の
貢
献
な
ど
は
､
じ
つ
は
至
治
二
年

(42
)

(
二
二
二
二
)
死
ぬ
直
前
の
趨
孟
順
が
敵
を
奉
じ
て
摸
し
､
天
暦
二
年

(
一
三
二
九
)
呉
全
節
が
張
留
孫
ゆ
か
-
の
大
都
東
岳
廟
に
立
石
し
た
こ

の

｢張
留
孫
碑
｣
に
始
ま
る
の
で
あ
-
､
同
じ
-
赦
按
で
張
天
師
､
張
留
孫
を
稀
揚
す
る

『龍
虎
山
志
』
を
は
じ
め
､
そ
れ
以
前
の
資
料
に
は

ま

っ
た
-
出
て
こ
な
い
｡
赦
撰
碑
で
あ

っ
て
も
､
否
､
む
し
ろ
赦
撰
だ
か
ら
こ
そ
､
そ
の
時
々
の
政
権
､
立
碑
者
の
思
惑
､
事
情
が
反
映
さ
れ

る

(虞
集
は
確
賓
に

『龍
虎
山
志
』
を
み
て
い
る
が
､
呉
全
節
の
意
を
汲
ん
だ
か
れ
は
､
あ
え
て

｢張
留
孫
碑
｣
の
記
述
に
し
た
が
お
う
と
す
る
)｡
編
年
な

ど
単
純
な
事
柄
さ
え
も
正
確
で
あ
る
保
雷
は
､
｢張
留
孫
碑
｣
に
限
ら
ず
､
じ
つ
は
､
な
い
の
で
あ
る
｡

ひ
る
が
え

っ
て
､
至
元
二
十
五
年
七
月
馨
令
の
命
令
文
に
お
い
て
､
張
留
孫
の
職
務
が
総
揚
涯
東
涯
西
剃
裏
等
路
道
教
勾
常
､
江
南
諸
路
道

教
都
提
鮎
か
ら
総
揚
江
涯
刑
裏
等
路
道
教
都
提
鮎
に
愛
化
し
て
い
る
鮎
も
注
目
さ
れ
る
｡
翌
至
元
二
十
六
年
六
月
二
十
九
日
に
は
､
江
南
の
行

-104-

■■

｣

｢



｣

漸
覇
恒
雪
tttjJL

事

/i
+
出
酔

潮
目
亜

2004
･
9

Pg
薄

｣

_

｢

■■

こ

,つ
ち

省
､
行
墓
､
行
司
農
司
以
下
に
通
知
す
る
C
型
の
命
令
文
が
出
さ
れ
､
そ
の

一
節
に

〟這
の
張
宗
師
は
江
涯
刑
裏
等
の
路
の
田
地
の
裏

の

あ

ら

ゆ

る

お
お

た
ち

か
し
ら

よ

磨

有

的

衆

-
の
先
生
毎

を
絶
接
し
頭

鬼

と
為

っ
て
掌
管
せ
者
″

と
い
う
｡
同
じ
C
型
の
至
元
十
六
年
二
月
の
命
令
文
と
比
較
す
る
と
､
や
は
-

涯
東
涯
西
刑
裏
が
江
涯
刑
嚢
に
奨
わ
っ
て
お
-
､
こ
の
行
政
直
書
一に
明
確
な
直
別
が
存
在
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
｡
聖
旨
冒
頭
の
通
知
先

か
ら
す
れ
ば
､
こ
の
時
鮎
の
江
涯
刑
裏
に
江
南
行
墓
の
管
轄
地
域
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
確
賓
で
あ
る
｡
そ
の
江
涯
剃
裏
等
路
道
教
所
に
お
い
て
､

勾
首
官
か
ら
都
提
鮎
に
昇
進
､
格
上
げ
さ
れ
た
｡
元
明
善
は
こ
の
奨
化
を

｢掌
刑
涯
道
教
｣
か
ら

｢総
揚
道
教
｣
と
と
ら
え
た
｡
こ
の
の
ち
張

留
孫
の
肩
書
き
に
江
南
諸
路
道
教
都
提
鮎
が
書
か
れ
る
こ
と
は
な
い
｡
こ
の
張
留
孫
の
庭
遇
は
､
至
元
二
十
四
年
に
招
聴
さ
れ
朝
廷
に
て
集
賢

(
43)

院
の
道
教
管
理
シ
ス
テ
ム
の
整
備

(儒
学
管
理
に
つ
い
て
は
同
年
二
月
に
集
賢
院
の
南
北
の
諸
儒
､
衆
官
が
聖
旨
を
受
け
て
講
究
し
て
い
る

)

に
取
-
級

ん
で
い
た
張
宗
演
が
､
翌
二
十
五
年
二
月
四
日
に
集
賢
院
を
通
じ
て
ク
ビ
ラ
イ
に
上
奏
､
裁
可
を
受
け
た
い
-
つ
か
の
案
件
の
結
果
に
よ
る
も

の
と
見
ら
れ
る
｡
こ
の
と
き
､
複
数
の
宮
観
の
住
持
兼
任
が
禁
じ
ら
れ
た
ほ
か
､
護
持
聖
旨
の
申
請
は
､
い
っ
た
ん
管
領
江
南
諸
路
道
教
所
等

を
通
し
､
推
薦
状
を
添
え
て
集
賢
院
に
提
出
､
集
賢
院
傍
の
ア
ル
グ
ン
サ
リ
か
ら
カ
ア
ン
に
上
奏
し
て
も
ら
う
､
と
い
う
方
式
が
採
用
さ
れ
て

(
44)

い
る

｡
龍
虎
山
で
は
､
ち
ょ
う
ど
こ
の
こ
ろ
､
上
清
宮
の
大
殿
､
元
壇
､
壇
模
､
三
門
の
新
築
が
は
じ
ま
り
､
周
達
の
路
で
も
､
上
鏡
の
高
書
異
慶

(
45)

宮
を
は
じ
め
宮
観
が
林
立
､
千
人
近
い
学
徒
を
抱
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
｡
正

一
敦
の
盛
行
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
に
な
-
つ
つ
あ

っ
た

｡

と
こ
ろ
が
､
張
宗
演
は
､
至
元
二
十
八
年
十

一
月
に
死
去
､
ク
ビ
ラ
イ
は
､
張
留
孫
よ
-
陳
情
を
受
け
て
､
翌
至
元
二
十
九
年
正
月
十
日
､
長

(
46)

男
の
輿
棟
が
後
を
嗣
ぐ
こ
と
を
認
可
す
る
耳
型
の
命
令
文
を
馨
令
､
二
十
九
日
に
は
か
れ
を
招
聴
す
る
詔
を
出
す

｡

そ
し
て
､
四
月
に
は
､
A(

47)

型
の
命
令
文
を
馨
令
､
腰
玄
弘
道
虞
敦
英
人
の
鋸
を
宣
授
､
父
と
同
じ
管
領
江
南
諸
路
道
教
を
特
賜
､
金
冠
法
服
を
輿
え
て
龍
虎
山
に
蹄
し
た

｡
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至
元
三
十

一
年
正
月
､
こ
ん
ど
は
ク
ビ
ラ
イ
が
崩
御
､
四
月
､
孫
の
成
宗
テ
ム
ル
が
上
都
に
て
即
位
す
る
｡
大
都
の
張
留
孫
は
､
い
ち
は
や
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-
呉
全
節
以
下
の
属
を
つ
れ
テ
ム
ル
､
皇
太
后
の
コ
コ
ジ
ン

(テ
ン
キ
ム
の
カ
ト
ン
)
の
も
と
に
参
上
し
た
｡
た
め
に
､
テ
ム
ル
は
七
月
八
日
､

こ

か
しら

行
省
､
行
墓
､
行
司
農
司
以
下
に
宣
諭
し
､
歴
代
カ
ア
ン
の
先
例
に
依
接
し
た
う
え
で
､
〟這
の
張
宗
師
は
江
涯
刑
裏
等
の
路
を
絶
接
し
頭
晃

お
お

た
ち

を

よ

と

も

と
為

っ
て
衆

-
の
先
生
毎

根
底
掌
管
せ
者

″

と
い
っ
て
張
留
孫
に
執

-
把

て
行
-
C
型
の
聖
旨
を
輿
え
た
｡
内
容
は
､
至
元
二
十
六
年
の
聖
旨

と
全
-
同
じ
で
あ
-
､
カ
ア
ン
の
代
替
わ
-
で
無
数
に
な

っ
た
聖
旨
を
更
新
､
安
堵
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
｡
じ
つ
さ
い
､
『龍
虎
山
志
』
は
､

こ
の
聖
旨
に

《
申
命
絶
揺
道
教
》
の
標
題
を
つ
け
る
｡
ま
た
､
同
月
､
沖
素
崇
造
法
師
呉
全
節
に
南
岳
廟
提
鮎
を
授
け
る
耳
型
の
命
令
文
を
馨

(
48)

令
し
た

(呉
全
節
の
侍
記
で
あ
る
赦
撰

｢河
囲
仙
壇
之
碑
｣
は
元
貞
元
年
の
制
に
誤
-
､
し
か
も
沖
素
崇
道
法
師
の
稀
鋸
も
こ
の
と
き
得
た
も
の
､
と
す
る

)

｡

さ
ら
に
､
請
わ
れ
る
ま
ま
に
張
留
孫
の
師
で
あ
る
張
聞
詩
に
違
ハ人
鋸
を
輿
え
る

｢上
天
脊
命
,
皇
帝
聖
旨
･･････主
著
施
行
｣
式

(か
-
に
D
型

(
49)

と
呼
ぶ
)
の
雅
文
聖
旨
も
贈

っ
た

｡

い
っ
ぼ
う
で
､
テ
ム
ル
は
王
寿
術
を
龍
虎
山
に
遣
わ
し
て
天
師
た
る
張
輿
棟
を
招
晴
す
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
い
な
か

っ
た
｡
東
京
す
る
と
さ

(
50)

っ
そ
-
翠
華
閥
､
商
歳
山
囲
殿
な
ど
で
所
宿
を
行
わ
せ
た
｡

こ
と
に
長
春
宮
で
開
催
さ
れ
た
七
重
夜
の
酷
は
､
南
北
の
道
士
千
人
徐
-
を
集
め

た
大
規
模
な
も
の
だ

っ
た
､
と
い
う
｡
翌
元
貞
元
年
二
月
二
十
八
日
に
は
､
延
春
閥
に
て
酷
を
設
け
､
張
輿
棟
､
張
留
孫
､
全
英
敦
の
張
志
仙

等
十
三
人
に
そ
れ
ぞ
れ
玉
圭
が
ひ
と
つ
ず

つ
下
賜
さ
れ
た
｡
全
備
敦
の
統
括
者
た
る
帝
師
に
は
賓
玉
の
五
万
悌
冠
を
賜

っ
て
お
-
､
各
宗
教
代

(51
)

表
者
を

一
同
に
合
す
る

一
大
イ
ヴ

ェ
ン
ト
で
あ

っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
｡
さ
ら
に
､
こ
の
と
き
張
輿
棟
は
租
天
師
張
道
陵
､
三
十
五
代
の

(
52)

張
可
大
に
そ
れ
ぞ
れ
加
封
､
特
贈
す
る
D
型
の
雅
文
聖
旨
二
通
も
拝
受
し
た

｡

テ
ム
ル
の
正

一
敦
夫
師

へ
の
尊
重
を
示
す
象
徴
で
あ

っ
た
｡

な
お
､
張
留
孫
の
弟
子
で
､
テ
ン
キ
ム
亡
き
後
､
テ
ム
ル
の
兄
晋
王
カ
マ
ラ
に
仕
え
て
い
た
陳
義
高
に
崇
違
高

書
宮
提
鮎
が
授
け
ら
れ

(〟

型
)､
大
都
留
守
司
の
段
貞
に
赦
し
て
高
書
宮
周
達
の
民
地
を
購
入
､
駐
機
殿
の
増
築
も
開
始
さ
れ
た

(
い
ご
正

一
致
は
大
都
留
守
司
と
密
接
な
開

(
53)

わ
り
を
も
ち
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る

)

｡

(54
)

七
月
に
入
る
と
､
江
南
諸
路
の
天
慶
観
を
す
べ
て
玄
妙
観
に
改
め
､
祭
壇
の
末
の
大
観
の
神
主
を
致

つ
よ
う
命
ず
る
聖
旨
が
出
さ
れ
た
｡

す

〟凡
そ
省
臣
､
守
臣
､
軍
府
外
署
の
其
の
治
に
在
る
者
は
､
歳
時
朔
望
､
威
集
-
而
し
て
税
産
寓

｡
他
観
は
輿
比
を
得
る
莫
し
｡
故
に
天
下
の
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(
55
)

玄
妙
観
は
宏
荘
厳
筋
,
敢
え
て
怠
荒
す
る
こ
と
岡
し
″

と
い
う
ご
と
-
､

孔
子
廟
と
同
様
の
機
能
を
持
た
せ
､
各
路
に
お
い
て
酷
を
行
わ
せ
る

(
56)

(
57)

た
め
で
あ
-
､

杭
州
の
道
士
に
い
た
っ
て
は
､
前
朝
の
碑
石
の

｢天
慶
｣
の
字
ま
で
悉
-
整
つ
極
端
な
拳
に
出
た
ら
し
い

｡

こ
の
同
じ
月
､
張
留
孫
は
､
新
た
に
弘
敦
沖
玄
英
人

(張
天
師
の
六
字
鋸
を
越
え
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
る
)
の
鋸
を
加
え
て
商
議
集
賢
院
道

教
事
か
ら
同
知
集
賢
院
道
教
事
に
昇
進
さ
せ
る
と
い
う

耳
型
の
命
令
文
を
受
け
取

っ
た

(翌
年
四
月
二
十
二
日
に
は
江
南
向
け
に
か
れ
が
同
知
集
賢

(58
)

院
道
教
事
と
な
っ
た
こ
と
を
確
認
､
知
ら
し
め
る
C
型
の
命
令
文
も
馨
令
さ
れ
た
)｡
い
ず
れ
も

『元
典
章
』
巻
七

｢吏
部

･
官
制
｣
《
職
品
》
や

『元

史
』
巻
八
七

｢百
官
志
｣
の
集
賢
院
の
候
に
は
見
え
な
い
役
職
だ
が
､
道
録
司
､
各
宮
観
の
提
鮎
､
提
拳
を
は
じ
め
､
〟仙
官
″

の
位
階
は
お

も
て
の
官
制
表
に
現
れ
な
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
｡

張
輿
棟
は
そ
の
ご
ま
も
な
-
崇
寅
高
書
宮
に
て
客
死
し
た
｡
天
師
と
な

っ
て
わ
ず
か
四
年
足
ら
ず
で
あ

っ
た
｡
輿
棟
の
跡
を
嗣
い
だ
の
は
､

(
59)

弟
の
輿
材
｡
呉
全
節
が
招
碑
の
使
者
と
し
て
龍
虎
山
に
赴
き
､
張
輿
材
は
元
貞
元
年
に
大
明
殿
に
参
内
し
た
｡

そ
し
て
翌
二
年
正
月
末
､
テ
ム

ル
は
三
十
八
代
天
師
張
輿
材
に
労
し
､
太
素
凝
紳
贋
造
英
人
の
鋸
と
父
､
兄
と
同
じ
管
領
江
南
諸
路
道
教
を
授
け
､
二
月
某
日
づ
け
の
耳
型
の

(60
)

命
令
文
が
馨
令
さ
れ
た
｡
同
時
に
天
師
補
佐
役
の
熊
貴
賓
､
李
志
立
を
龍
虎
山
大
上
清
正

一
宮
の
住
持
提
鮎
､
提
拳
知
宮
に
任
命
す
る
耳
型
命

(61
)

令
文
も
出
さ
れ
た
｡
張
輿
材
は
い
-
つ
か
の
案
件
を
ま
と
め
て
集
賢
院
か
ら
代
奏
し
て
も
ら
い
､
そ
の
結
果
､
二
十
八
日
に
､
行
省
以
下
に
宛

て
て
張
天
師
に
不
恭
を
致
さ
な
い
よ
う
､
璽
書
が
数
通
降
さ
れ
た
｡
〟自
ら
牒
を
給
し
人
を
度
し
て
道
士
と
為
し
､
宮
観
の
差
賊
を
免
じ
､
法

(
62
)

録
を
申
護
し
､
遠
輪
の
役
を
免
じ
″

ら
れ
た
と
い
う
か
ら
､
C
型
の
命
令
文
だ
ろ
う
｡

ま
た
､
三
月
に
は
張
輿
材
の
母
の
周
恵
恭
に
玄
異
妙
癒

(
63)

仙
姑
の
境
を
賜
う

D
型
の
詔
も
降
さ
れ
た
｡

張
輿
材
は
､
歴
代
天
師
の
な
か
で
も
相
常
に
や
-
手
の
天
師
で
あ

っ
た
｡
大
徳
二
年
､
詔
を
奉
じ
て
嘗
て
の
三
十
五
代
天
師
の
再
現
よ
ろ
し

-
海
塵
､
潮
官
二
州
の
海
潮
の
調
伏
を
こ
な
し
､
折
し
も
火
災
に
遭

っ
た
龍
虎
山
大
上
清
正

二
呂
の
重
延
に
あ
た
っ
て
は
､
所
属
の
宮
観
の
収

益
を
徴
収
､
さ
ら
に
張
留
孫
と
と
も
に
カ
ア
ン
に
訴
え
費
用
の
大
部
分
を
江
断
行
省
か
ら
捻
出
さ
せ
る
こ
と
に
も
成
功

(カ
ア
ン
か
ら
江
断
行
省

(
64)

へ
の
使
者
に
は
呉
全
節
が
た
っ
た
)､
わ
ず
か

一
年
後
に
は
以
前
に
も
ま
す
威
容
を
誇
る
大
上
清
正

一
宮
が
完
成
し
た
の
で
あ

っ
た
｡

五
年
に
カ
ア
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ン
か
ら
の
使
者
呉
全
節
が
龍
虎
山
に
到
来
､
再
び
朝
廷
に
参
内
し
､
ま
ず
左
丞
相

ハ
ル
ガ
ス
ン

･
ダ
ラ
ガ
ン
の
依
頼
で
京
畿
の
早
魅
を
救
う
べ

-
雨
乞

い
の
所
宿
を
行
い
成
功
､
上
都
に
直
行
し
て
ト
イ
に
参
加
､
六
月
に
は
毒
寧
宮
､
延
春
閥
に
て
酷
を
行
い
､
さ
ら
に
は
暖
冬
の
年
に
所

癌
に
よ
っ
て
雪
を
降
ら
せ
た
､
と
見
せ
て
テ
ム
ル
を
喜
ば
せ
る
｡
六
年
四
月
､
上
都

へ
移
動
す
る
朝
廷
に
解
し
鋸
途
に
つ
-
が
､
こ
の
時
あ
ら

た
め
て
二
品
の
銀
印
を
授
け
ら
れ
た
｡
李
志
立
と
章
似
志
を
そ
れ
ぞ
れ
大
上
清
正

一
宮
の
住
持
､
提
拳
に
昇
進
さ
せ
る
耳
型
の
命
令
文
二
通
の

ほ
か
､
集
賢
院
に
推
薦
状
を
添
え
て
申
請
し
て
お
い
た
徐
林
心昭
､
呉
以
慶
､
博
磨
辰
等
の
各
路
造
観
住
持
提
鮎

へ
の
任
命
書
も
纏
め
て
持
ち
締

る
｡
八
年
に
は
､
今
ま
で
の
功
績
を
江
断
行
省
お
よ
び
張
留
孫
か
ら
申
請
さ
せ
､
そ
の
結
果
､
三
月
に
正

一
教
主
乗
主
領
三
山
符
線
の
肩
書
き

(
65)

を
加
授
す
る
A
型
の
命
令
文
､
お
よ
び
父
の
三
十
六
代
天
師
に
違
ハ君
を
追
贈
す
る
D
型
の
命
令
文
を
獲
得
す
る

｡

｢大
上
清
正

一
高
書
宮
｣
の

正
式
な
賜
額
も
こ
の
年
の
こ
と
で
あ
る
｡

か
た
や
呉
全
節
は
大
徳
二
年
八
月
に
陳
義
高
の
後
を
受
け
て
大
都
崇
寅
高
書
宮
提
鮎
に
任
ぜ
ら
れ
､
張
留
孫
の
ほ
う
は
､
大
上
清
正

一
宮
が

ヽ

(66
)

完
成
し
た
大
徳
三
年
の
七
月
､
玄
敦
大
宗
師
の
肩
書
き
を
加
え
ら
れ
て
､
そ
れ
ぞ
れ

耳
型
の
命
令
文
を
授
か

っ
た
｡

大
徳
九
年
八
月
に
は
､
張

留
孫
の
亡
父
張
九
徳
に
昭
文
館
大
学
士
通
奉
大
夫
の
官
､
荘
敏
公
の
諒
､
亡
母
の
周
氏
に
浦
河
太
夫
人
を
追
贈
す
る
D
型
の
二
通
の
命
令
文
が

出
さ
れ
た
｡
た
だ
し
､
張
天
師
の
亡
父

へ
の
追
贈
よ
-

一
年
以
上
遅
れ
て
お
-
､
あ
-
ま
で
張
輿
材
を
先
に
立
て
る
大
元
ウ
ル
ス
朝
廷
の
姿
勢

は
奨
わ

っ
て
い
な
い
｡
つ
ね
に
カ
ア
ン
､
カ
ト
ン
の
膝
元
に
い
る
張
留
孫
､
呉
全
節
と
よ
り
緊
密
な
関
係
が
築
か
れ
る
の
は
普
然
の
成
-
行
き

(
67)

で
あ

っ
た
が

､

天
師
の
尊
重
と
い
う
ク
ビ
ラ
イ
以
降
の
基
本
方
針
は
守
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
､
翌
大
徳
十
年
六
月
､

耳
型
命
令
文
が
馨
令
さ
れ
､
張
留
孫
に
特
賜
上
卿
を
加
え

一
品
の
仙
官
と
し
､
さ
ら
に
絶
揺
江
涯
刑
嚢
等

路
道
教
都
提
鮎
か
ら
絶
揺
江
涯
刑
裏
等
路
道
教
所

へ
､
す
な
わ
ち
名
賓
と
も
に
代
表
と
し
て
､
張
天
師
の
管
領
江
南
諸
路
道
教
所
と
比
肩
す
る

官
職
を
輿
え
た
の
で
あ
る

(江
涯
刑
嚢
等
路
道
教
都
提
鮎
の
職
に
は
耳
型
命
令
文
を
以
て
呉
全
節
を
任
命
｡
た
だ
し
､
こ
の
時
鮎
で
は
彼
に

〟絶
揺
″

は
許

(
68)

さ
れ
て
い
な
い
)｡
こ
の
詔
は
､
張
留
孫
が
天
師
の
境
を
鮮
退
し
た
の
で
､
そ
の
か
わ
-
に
上
卿
を
賜

っ
た
の
だ
､
と
言
明
す
る
｡

し
か
し
､
臨

連
の
と
お
-
､
チ
ャ
ブ
イ
等
が
そ
う
呼
ん
で
以
来
習
慣
と
な

っ
て
い
た
だ
け
で
あ

っ
て
､
上
卿
の
鋸
を
正
式
に
命
令
文
を
も

っ
て
加
え
ら
れ
た
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こ
と
は
､
な
か

っ
た
｡
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
特
賜
し
た
こ
と
は
､
現
職
の
天
師

へ
の
気
持
ち
が
急
轄
し
た
と
し
か
思
え
な
い
庭
置
で
あ
る
｡
と

き
に
､
慶
人
同
様
の
テ
ム
ル
を
か
か
え
､

l
粒
種
の
幼
い
皇
太
子
テ
シ
ユ
を
前
年
の
十
二
月
に
亡
-
し
た
ブ
ル
ガ
ン

･
カ
ト
ン
が
､
権
力
維
持

の
た
め
に
策
謀
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
最
中
の
こ
と
で
あ

っ
た
｡

㈱

武
宗
カ
イ
シ
ャ
ン
時
代

■■

311

成
宗
テ
ム
ル
の
崩
御
の
公
表
に
は
じ
ま

っ
た
大
徳
十

一
年
は
､
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
歴
史
の
中
で
も
屈
指
に
激
動
の

一
年
で
あ

っ
た
｡
ブ
ル
ガ

ン

･
カ
ト
ン
と
安
西
王
ア
ー
ナ
ン
ダ
の
政
権
掌
握
､
成
宗
テ
ム
ル
の
甥
ア
ユ
ル
パ
ル
ワ
ダ
と
そ
の
母
ダ
ギ
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
､
ア
ユ
ル
パ
ル
ワ

ダ
の
賓
兄
武
宗
カ
イ
シ
ャ
ン
の
ア
ル
タ
イ
方
面
か
ら
の
大
旋
廻
､
五
月
の
即
位
ま
で
､
大
元
ウ
ル
ス
の
政
局
は
め
ま
ぐ
る
し
-
奨
動
し
た
｡

そ
の
と
し
の
九
月
､
カ
イ
シ
ャ
ン
は
大
都
崇
寅
高
書
宮
提
鮎
に
夏
文
泳

(
の
ち
に
張
留
孫
､
呉
全
節
の
後
を
つ
い
で
第
三
代
大
宗
師
と
な
る
人
物
で

あ
る
)､
孫
謙
釜
を
､
同
提
拳
に
陳
日
新
を
､
毛
穎
達
を
上
都
崇
違
ハ高
書
宮
提
鮎
に

(毛
穎
達
は
皇
慶
二
年
六
月
に
大
都
崇
寅
高
書
宮
捉
鮎
に
な
る
か

(69
)

ら
､
大
都
よ
-
上
都
の
ほ
う
が
下
の
ラ
ン
ク
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
)
任
命
す

る
｡
い
ず
れ
も
張
留
孫
の
弟
子
で
あ
る
｡
さ
ら
に
総
本
山
の
龍
虎
山
大

上
清
正

一
高
書
宮
の
住
持
提
鮎
兼
本
山
諸
宮
観
事
に
呉
以
敬
を
任
命
す
る
｡

十
月
に
は
､
ク
ビ
ラ
イ
､
テ
ム
ル
時
代
に
お
け
る
張
留
孫
の
功
績
を
尊
重
し
､
新
政
に
あ
た

っ
て
囲
家
の
安
泰
を
願
い
､
ま
た
正

一
敦
保
護

ヽ
ヽ
ヽ

の
意
も
込
め
て
､
か
れ
に
新
た
に
志
道
弘
敦
沖
玄
仁
靖
大
異
人
の
鋸
を
輿
え
､
知
集
賢
院
事
､
領
諸
路
道
教
事
の
職
に
任
じ
た

(〃
型
)｡
真

横
､
虞
集
に
よ
れ
ば
､
知
集
賢
院
事
は
､
集
賢
院
大
学
士
の
上
に
位
す
る
官
職
で
あ
る
｡
呉
全
節
に
封
し
て
は
､
玄
敦
嗣
師
､
張
留
孫
の
奮
職

で
あ
る
総
揚
江
涯
刑
嚢
等
庭
道
教
都
提
鮎
､
さ
ら
に
崇
文
弘
道
玄
徳
異
人
の
鋸
､
｢玄
敦
嗣
師
之
印
｣
の
銀
印

(税
二
品
)
が

l
気
に
輿
え
ら
れ

(70
)

た

(A
型
)｡
翌
至
大
元
年
七
月
二
十
四
日
､
張
留
孫
に
C
型
の
命
令
文
が
馨
せ
ら
れ
て
い
る
が
､
『龍
虎
山
志
』
が
こ
れ
に

《
加
上
卿
》
と
標

題
を
つ
け
る
の
が
正
し
い
と
す
れ
ば
､
本
来
は
､
大
徳
十
年
六
月
の
耳
型
命
令
文
と
セ
ッ
I
の
は
ず
で
､
政
愛
の
ご
た
ご
た
の
中
で
､
遅
延
し

こ

に

る

た
ち

を

か
し
ら

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
賓
際
の
内
容
は
､
〟這
の
上
卿
張
宗
師
根
底
､
｢江
准
刑
裏
等
の
路
分
の
裏
に
有
的

先
生
毎

根
底
頭

晃

と
馬

っ
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よ

さ
い
し
ょ
に

セ
チ
ェ
ン

う
ち

た

か
れ

る

の

こ

と

て
掌
管
せ
者

｣
と
根

脚

裏

停

滞

皇
帝
の
聖
旨
の
裏

に
委
付
し
た
の
で
有

っ
来

｡
｢官

が
管
す
的

敦
門
的

勾

首

は
､

よ

よ
こ
や
り
を
い
れ
て

い

か

な

る

た

ち

い

る

な

か
れ
ら

を

い

じ

め

る

な

波
の
徒
弟
が
接
頼
し
て
掌
管
せ
者

｡
横

枝

見

不

抹

那

箇

先
生
で
あ

っ
て
も
休

入

去

者

｡
色

毎

根
底
休

欺

負
者

｡

の

あ

と

か
れ

の

張
宗
師
的

後

頭

は
､
官

的

正

か
れ
ら

の

し
こ
と

じ

ゃ
ま
す

る
な

色

毎

的

勾

昔

は
休

阻

壊

者

｣

■■

と
い
っ
て

と

も

-

ジ
ャ
ル
リ
ク

た

ぞ

廠

造

､

執

-
把

て
行
的

聖

旨

を
輿
え
了

也

″

と
述
べ
る
ご
と
-
､
大
都
崇
異
商
量
吋宮
や
絶
揺
江
涯
刑
裏
等
路
道
教
所
の
管
理
者
を
､
張
留
孫

の
弟
子
た
と
え
ば
呉
全
節
以
下
が
継
承
し
て
い
-
こ
と
を
保
澄
す
る
も
の
で
､
こ
の
人
事
に
張
天
師
は
介
入
で
き
な
い
｡
こ
れ
を
ふ
ま
え
た
か

こ

に

,つ
ち

た
ち
で
八
月
八
日
､
〟這
の
玄
敦
嗣
師
絶
揺
江
涯
刑
裏
等
庭
道
教
所
事
崇
文
弘
道
玄
徳
異
人
呉
全
節
根
底

｢江
涯
刑
裏
等
庭
の
田
地
の
裏

の

あ

ら

ゆ

る

お
お

た
ち

に

か
れ

し

か
し
ら

よ

お
よ
そ

う
ち

た
ち

る

う
ち

癒

有

的

衆

-
の
先
生
毎

根
底
官

を
交

て
頭

鬼

と
為
し
て
掌
管
さ
せ
者

｡
但

是

各
庭
の
路
分
の
裏

の
先
生
毎

を
管
す
的

頭
目
､
大
小
の
宮
観
の
裏

る

お
よ
そ

し
ご
と

う
ち

ま
さ

の

た
ち

か
れ

よ

た
ち

に
住
持
す
的
提
鮎
､
提
拳
等
は
､
但

是

勾

常

の
裏

に
合

に
委
付
す
べ
き
的

人
毎

は
官

を
交
て
選
抹
さ
せ
､
娘
婿
の
無
い
､
清
浄
な
好

い
先
生
毎

さ

よ

ま

か
れ

の

う
ち

る

た
ち

い

か

な

る

し
こ
と

う
ち

お
こ
な
わ
せ
る
な

ま

な

る

た
ち

を
委
付
交
せ
者

｡
更

た
官

的

文
書
の
裏

に
曾
て
委
付
せ
ざ
的

先
生
毎

は
､
不

抹

甚

磨

勾

首

の
裏

に
も
休

交

行

者

｡
更

た
先
生
と
倣

的

人
毎

が
有

ら

か
れ

さ

て

な

さ

よ

か
れ

る

し
こ
と

う
ち

い

か

な

る

っ
た
阿

､
官

の
道
教
所
の
公
按
､
戒
牒
の
文
書
を
受
け
交

せ
了

､
先
生
と
倣

交

し
め
者

｡
官

の
管
す
的

道
教
所
の
勾

常

の
裏

に
､
不

抹

甚

磨

先

た
ち

た

ち

い

ら

せ

る

な

お
ま
え
ら

お
お

た
ち

う
ち

の

う
ち

そ

む

か

せ

ず

そ
む
い
た
も
の
た
ち

に

生
毎

で
あ

っ
て
も
休

交

入

去

者

｡
任

は
衆

-
の
先
生
毎

を
太
上
老
君
の
教
法
の
裏

に
呉
英
人
的

言
語
の
裏

に
休

交

別

了

､
別

了

的

毎

根
底
罪

も
と

よ

と
い
っ
て

と

も

く

ジ
ャ
ル
-
ク

た

ぞ

(
71)

過
を
要

め
者

｣
磨

道

､

執

-
把

て
行
的

聖

旨

を
輿
え
了

也

″
と
命
ず
る
C
型
聖
旨
が
出
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
｡
注
目
す
べ
き
は
､
こ
こ
に
お

い
て
初
め
て
総
揚
江
涯
刑
嚢
等
庭
道
教
所
の
公
按
､
戒
牒
の
馨
給
権
が
明
言
さ
れ
る
こ
と
で
､
そ
れ
以
前
の
張
留
孫
宛
の
聖
旨
群
で
は
､
全
-

言
及
さ
れ
て
い
な
い
｡
そ
れ
が
現
れ
る
の
は
､
呉
全
節
よ
り
あ
と
の
至
大
三
年
二
月
二
十

一
日
の
C
型
聖
旨

(至
大
二
年
十

一
月
の
特
進
を
加
授

(72
)

す
る
A
型
命
令
文
と
セ
ッ
ト
を
な
す
)
に
い
た
っ
て
で
あ
る
｡

(
73
)

張
輿
材
は
､
至
大
元
年
三
月
二
十
三
日
に
カ
イ
シ
ャ
ン
の
も
と
に
参
内
し
た

｡

そ
つ
な
-
皇
太
弟
で
あ

っ
た
ア
ユ
ル
パ
ル
ワ
ダ
と
皇
太
后
ダ

(

7

4)

ギ
へ
の
接
近
を
は
か
-
､
平
章
政
事
で
大
都
留
守
を
つ
と
め
る
ハ
サ
ン
の
依
頼
で
得
意
の
所
宿
の
術
も
み
せ

た

｡

そ
し
て
五
月
､
太
素
凝
紳
贋

ヽ
ヽ
ヽ

造
明
徳
大
異
人
の
境
を
加
え
ら
れ
た
ほ
か
､
金
紫
光
線
大
夫

(正
l
品
)
を
特
授
､
留
囲
公
に
封
ぜ
ら
れ
る
｡
こ
の
命
令
文

(A
型
)
と
同
時
に
､

二
､
三
､
三
十
代
天
師
に
寅
君
を
加
封
し
､
母
の
周
恵
恭
に
異
人
境
､
娘
の
三
十
七
代
鳩
淑
寅
に
仙
姑
境
を
あ
た
え
る
五
通
の
D
型
命
令
文
を

(
75)

(
76)

受
け
取

っ
た

｡

ク
ビ
ラ
イ
以
来
認
め
ら
れ
て
き
た
道
士

へ
の
度
牒
の
馨
給
権
の
経
緯
を
保
澄
す
る
C
型
の
命
令
文
も
得
た

｡

だ
が
､
じ
つ
は
大
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違
ハ人
の
鋸
の
獲
得
は
､
半
年
以
上
張
留
孫
に
遅
れ
を
と

っ
て
い
た
｡
し
か
も
張
留
孫
は
翌
年
に
は
同
じ
正

一
品
で
も
金
紫
光
線
大
夫
よ
-
上
の

特
進
を
授
け
ら
れ
る
｡
至
大
三
年
四
月
に
は
､
張
留
孫
の
曾
租
父
に
銀
青
菜
緑
大
夫

(正
一
品
)
司
徒
信
囲
公
益
康
穆
､
父
に
儀
同
三
司
大
司

徒
信
囲
公
益
文
筒
の
爵
諒
を
特
贈
､
租
母
の
呉
氏
と
母
の
周
氏
に
信
囲
夫
人
を
加
齢
､
弟
子
の
陳
義
高
に
英
人
鋸
を
特
贈
す
る
D
型
命
令
文
五

(77
)

通
が
輿
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
､
カ
イ
シ
ャ
ン
政
権
下
で
完
全
に
張
天
師
と
張
留
孫
の
立
場
が
逆
韓
す
る
｡
そ
れ
ど
こ
ろ
か
､
同
じ
至
大
三
年
四

月
に
呉
全
節
の
租
父
に
昭
文
館
大
学
士
資
善
大
夫

(正
二
品
)
焼
固
公
益
文
靖
の
爵
註
､
租
母
に
焼
固
夫
人
が
特
販
さ
れ
､
父
呉
克
己
に
大
徳

十

一
年
八
月
に
造
授
さ
れ
て
い
た
翰
林
学
士
中
順
大
夫

(正
四
品
)
か
ら

一
足
飛
び
の
条
線
大
夫

(従

一
品
)
大
司
徒
の
加
授
､
鏡
囲
公
の
特
封
､

(78
)

母
に
鏡
図
太
夫
人
の
特
封
が
な
さ
れ
て
お
-
､
張
輿
材
は
呉
全
節
の
扱
い
に
さ
え
及
ば
な
-
な
っ
て
い
-
の
で
あ
る
｡

㈲

仁
宗
ア
ユ
ル
パ
ル
ワ
ダ
時
代

■■

313

至
大
四
年
､
兄
カ
イ
シ
ャ
ン
を
暗
殺
し
て
カ
ア
ン
の
座
に
就
い
た
ア
ユ
ル
パ
ル
ワ
ダ
は
､
新
政
策
と
し
て
､
ま
ず
四
月
二
十
六
日
､
儒
教
を

管
理
す
る
宣
政
院
､
功
徳
便
司
の
二
つ
の
衛
門
以
外
の

〟和
尚
､
先
生
､
也
里
可
温
､
答
失
蟹
､
白
雲
宗
､
頭
陀
敦
等
の
各
庭
路

･
府

･
州

･

う
ち

か
れ

ら

み
な

せ

て

し
ま
え

る

こ

と

ら

願
の
裏

に
有
る
他

毎

の
衛
門
を
都

革
罷
さ
敦

了

､
印
信
を
拘
収
し
て
了

者

｡
蹄
断
す
的

勾

常

が
有

っ
た
吋

､
管
民
官
が
腰
例
に
依

っ
て
蹄
断
せ

よ

(
79)

者

″

と
い
う
聖
旨
を
出
す

｡

ク
ビ
ラ
イ
時
代
以
来
の
追
録
司
以
下
の
街
門
は
少
な
-
と
も
い
っ
た
ん
慶
止
に
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
｡
そ
の
い
っ

ほ
う
で
､
張
留
孫
の
弟
子
で
皇
太
弟
時
代
か
ら
近
侍
し
て
い
た
大
都
崇
異
高
書
宮
提
鮎
夏
文
泳
に
､
元
成
文
正
中
和
異
人
､
江
涯
刑
裏
等
庭
道

教
都
提
鮎
を
特
授
す
る
耳
型
命
令
文
お
よ
び
銀
印

(秩
税
二
品
)
を
輿
え
た
｡

(
80
)

張
留
孫
に
封
し
て
は
､
皇
慶
元
年
二
月
､
玄
敦
大
宗
師
の
前
に

｢輔
成
質
化
｣
の
動
鋸
を
冠
す
る
A
型
命
令
文
を
馨
令
す
る

｡

『龍
虎
山
志
』

の

て

の
編
纂
が
は
じ
ま

っ
た
翌
皇
慶
二
年
の
八
月
十

一
日
に
は
､
そ
の
新
た
な
名
分
に

〟
一
品
的

印
信
を
添
え
了

輿
え
る
″
C
型
命
令
文
も
出
さ
れ

(
81)

の

(
82)

た

｡

同
日
､
『龍
虎
山
志
』
編
纂
の
音
頭
を
と

っ
た
呉
全
節
本
人
に
も

〟掌
敦
的

印
信
を
輿
え
る
″
C
型
命
令
文
が
出
さ
れ
た

｡

い
ず
れ
も
カ

イ
シ
ャ
ン
時
代
と
同
様
に
､
江
涯
刑
裏
等
庭
の
地
面
下
の
各
庭
路
分
に
有
る
大
小
の
宮
観
の
住
持
､
提
鮎
､
提
拳
の
選
任
権
､
戒
法
文
書
の
馨
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給
権
を
は
じ
め
臨
得
の
権
益
を
保
護
す
る
も
の
で
あ

っ
た
が
､
さ
ら
に
使
臣
が
宿
泊
で
き
な
い
場
所
と
し
て
宮
観
､
房
舎
の
み
な
ら
ず
､
巷
院
､

な

て

よ

た

も
の

ら

う
ち

た

ち

い
ら

せ

る

な

お
よ
そ

廟
堂
が
加
え
ら
れ
､
末
尾
の
一
段
に

〟罪
過
を
倣

し
了

宮
観
裏

-
出
去
し
了

的

が
有

っ
た
吋

､
宮
観
の
裏

に
再
び
休

交

入

去
者

｡
但

是

宮
観
の

う
ち

い

か

な

る

か
れ

ら

の

だ
れ
で
あ
っ
て
も

し
ち
い
れ
す
る
な

う
ち

き
り
も
と
め
る
な

裏

に
有
る
常
住
の
田
地
､
水
土
は
不

抹

甚

廃

物
業
-
官

毎

的

で
あ
っ
て
も
､
不

抹

是

誰

休

典

貴

著

｡
山
林
の
裏

の
樹
木
､
竹
葦
は
休

所

要

者

｡

こ
の
よ
う

た

ら

そ

む

い

た

よ

這

般

に
宣
諭
し
了

の
だ
か
吋

､
別

了
的

人
は
罪
過
を
有
ら
し
め
者

″

と
い
う
文
言
が
附
さ
れ
た
｡
こ
れ
は
臨
知
の
直
詳
腰
碑
に
は
ま

っ
た
-
見

(
83)

ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
｡
な
お
呉
全
節
の
た
め
に
は
､
鏡
川
路
の
雲
錦
山
の
高
書
崇
違
ハ観
に
崇
文
官
の
額
を
賜
う
D
型
命
令
文
も
出
さ
れ
た

｡

ま
た
､
『龍
虎
山
志
』
の
程
鉱
夫
の
序
が
書
か
れ
た
延
柘
元
年
四
月
に
は
､
張
留
孫
の
師
李
宗
老
か
ら
遡

っ
て
胡
如
海
､
李
知
泰
､
陳
壕
山
､

(

8

4)

鳩
士
元
､
鳩
清

一
､
七
世
租
師
張
思
永
ま
で
の
七
名
に
異
人
鋸
を
追
贈
す
る
D
型
命
令
文
が
出
さ
れ

た

｡

そ
し
て
､
延
祐
二
年
五
月
､
張
留
孫

に
開
府
儀
同
三
司
と
い
う
人
臣
の
位
を
極
め
る
最
高
の
資
品
と
､
玄
散
大
宗
師
の
前
に
冠
せ
ら
れ
た
動
戟

｢輔
成
質
化
｣
の
あ
と
に
さ
ら
に
保

(
85)

蓮
の
二
字
を
加
え
る
A
型
命
令
文
が
馨
令
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

そ
れ
ば
か
り
か
､
七
月
に
は
､
張
留
孫
の
曾
租
父
､
租
父
､
父
に
そ
れ
ぞ
れ
集

賢
大
学
士
光
線
大
夫

(従

一
品
)
柱
囲
､
金
紫
光
線
大
夫

(正
一
品
)
司
徒
上
程
囲
､
開
府
儀
同
三
司
大
司
徒

(従

一
品
)
上
程
団
の
官
が
加
贈(

86)

さ
れ
､
ま
た
カ
イ
シ
ャ
ン
時
代
に
封
じ
ら
れ
た
信
囲
公
か
ら
魂
囲
公
に
改
封
さ
れ
た
｡
曾
租
母
､
租
母
､
母
は
皆
魂
囲
夫
人
を
加
贈
さ
れ
た

(D
型
)｡
こ
れ
ら
は
､
鉦
に
い
っ
た
ん
完
成
し
て
い
た

『龍
虎
山
志
』
に
是
が
非
で
も
収
録
す
べ
き
条
え
あ
る
デ
ー
タ
で
あ
-
､
じ
じ
つ
版

刻
の
さ
い
に
追
補
さ
れ
た
｡

ひ
る
が
え

っ
て
､
張
輿
材
の
入
観
は
､
お
そ
ら
-
皇
慶
元
年
三
月
よ
り
少
し
前
の
こ
と
で
あ
-
､
同
月
に
集
賢
院
か
ら
代
奏
し
て
も
ら
い
､

い
ま

お
よ
そ

う
ち

る

た
ち

う
ち

に

も
と

て

〟如
今
で
あ

っ
て
も
但

是

江
南
の
田
地
の
宮
観
の
裏

に
有
的

先
生
毎

は
在
先
の
腰
例
の
裏

に
依
着
し
て
張
天
師
根
底
戒
法
の
文
字
を
要

め
了

先

な

れ

な

い

ど

う

し

に

な

る

な

こ
の
よ
う

た

ら

な

な

た

も
と

よ

生
に
倣

者

｡
文
字
の
没

的

人
は
休

倣
先

生

者

｡
這

般

に
宣
諭
し
了

の
だ
か
吋

､
張
天
師
の
文
字
が
没

-
先
生
に
倣

っ
的

人
は
罪
過
を
要

め
者

″

(
87)

と
い
う
以
前
か
ら
の
度
牒
の
馨
給
権
を
更
新

･
保
澄
す
る
聖
旨
を
入
手
し
た

｡

少
な
-
と
も
五
月
に
は
大
都
の
崇
違
高

書
宮
に
い
た
こ
と
が
､

『啓
聖
嘉
慶
囲
』
(
『道
戒
』
｢洞
異
部

･
記
停
類
｣
『玄
天
上
帝
啓
聖
録
』
『玄
天
上
帝
啓
聖
壷
異
録
』)
の
彼
の
序
文
か
ら
確
認
で
き
る

(張
輿
材
は
､
詩

(
88)

文
は
も
と
よ
-
吾
妻
の
腕
前
で
な
ら
し
'
聾
術
の
士
と
の
交
流
を
好
ん
だ

｡

こ
の
鮎
は
張
留
孫
に
は
な
い
才
能
で
あ
っ
た
)｡
嘉
繕
殿
に
参
内
し
た
さ
い
､
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す
く
な

ア
ユ
ル
パ
ル
ワ
ダ
は
太
保
の
ク
チ
ユ
を
通
じ
て

〟天
師
の
嗣
道
は
他
に
輿
比
す
る
鮮

し
｡
余

一
人
之
を
嘉
す
″

と
宣

っ
た
と
い
い
､
張
輿
材

が
龍
虎
山
に
締
る
に
あ
た
っ
て
は
､
正

一
敦
全
膿
お
よ
び
各
宮
観
五
十
鎗
箇
所
を
庇
護
す
る
聖
旨

(お
そ
ら
-
B
､
C
型
)
を
馨
令
し
､
賓
冠
､

(
89)

(
90)

法
服
を
賜
い
､
銀
印

(税
一
品
)
を
給
付
し
た
｡

ま
た
上
清
宮
の
提
拳
に
重
度
謀
を
任
じ
た
｡

延
柘
元
年
に
は
母
の
周
氏
に
玄
異
妙
癒
淵
徳
慈

(
91)

済
元
君
の
鋸
を
迫
封
す
る
D
型
命
令
文
を
賜

っ
た

｡

そ
の
ご
､
救
命
に
よ
っ
て
上
清
宮
に
て
雨
乞
い
を
し
て
成
功
を
お
さ
め
､
〟粟
を
指
し
て

義
倉
と
為
し
以
て
貧
乏
を
済
う
″

な
ど
の
活
動
も
行

っ
た
が
､
ア
ユ
ル
パ
ル
ワ
ダ
の
こ
と
ば
と
は
裏
腹
に
､
も
は
や
張
留
孫
を
し
の
ぐ
こ
と
が

不
可
能
な
こ
と
は
､
翌
延
蕗
二
年
の
夏
､
は
っ
き
-
す
る
｡
そ
し
て
､
張
留
孫
の
条
光
と

『龍
虎
山
志
』
の
刊
行
を
見
届
け
た
延
蕗
三
年
正
月

十

一
日
､
張
輿
材
は
､
雪
の
降
-
し
き
る
中
､
坐
化
し
た
の
で
あ
っ
た
｡

三

命

令

文

の
腰
式

■■

315

さ
て
､
以
上
年
次
を
逐

っ
て
列
挙
し
て
き
た
複
数
の
タ
イ
プ
の
任
命
書
の
う
ち
､
ま
ず
､
A
と
耳
の
制
の
違
い
は
何
か
｡
い
か
な
る
と
き
に

｢上
天
脊
命
､
皇
帝
聖
旨
｣
を
用
い
､
い
か
な
る
と
き
に

｢長
生
天
気
力
裏
､
皇
帝
聖
旨
｣
を
用
い
る
の
か
｡
巻
中

｢宮
門
｣
､
｢諸
高
士
｣
に

関
す
る
限
-
､
至
元
十
八
年
に
馨
令
さ
れ
た
張
天
師
の
下
の
道
教
都
提
拳
乗
提
鮎
大
上
清
正

二
呂
事
､
道
教
都
道
録
の
任
命
書
の
み
､
六
品
か

(
92)

ら
九
品
の
救
援
に
あ
た
る
た
め
､
中
書
省
の
赦
牒
-

｢皇
帝
聖
旨
裏
､
中
書
省
牒
-
-
牒
至
准
赦
､
故
牒
｣
の
書
式
-

で
あ
る
ほ
か
は

､

龍
虎
山
上
清
正

一
高
毒
宮
､
大
都
､
上
都
の
崇
異
高
書
宮
以
下
各
地
の
宮
観
の
住
持
提
鮎
､
提
拳

(六
字
の
法
師
鋸
を
輿
え
ら
れ
る
)
の
任
命
書

は
五
品
以
上
の
宣
授
で
あ
-
､
み
な
耳
型
で
､
皇
慶
元
年
以
降
A
型
に
奨
わ
る
｡
こ
の
鮎
は
少
な
-
と
も
確
賓
に
い
え
る
だ
ろ
う

(こ
の
法
則

に
あ
て
は
ま
ら
ず
､
皇
慶
元
年
以
前
に
A
型
と
な

っ
て
い
る
例
は
､
大
徳
二
年
八
月
の
呉
全
節
を
大
都
崇
異
高
専
宮
提
鮎
に
任
ず
る
命
令
文
の
み
で
あ
る
)
｡
こ

(
93

)

れ
ら
の
宣
授
は
､
張
留
孫
自
身
が

〟天
師
及
び
臣

(張
留
孫
)
由
-
､
制
授
さ
れ
各
宮
観
に
主
た
る
者
､
百
許
人
夫

″

と
い
う
ご
と
-
､

一
括

し
て
張
天
師
､
張
留
孫
が
集
賢
院
か
ら
カ
ア
ン
に
代
奏
､
申
請
し
て
得
た
も
の
で
あ
る
｡
同
日
登
令
の
も
の
が
多
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
｡

薯
際
に
各
造
士
が
カ
ア
ン
か
ら
直
接
宣
を
受
け
た
わ
け
で
は
な
い
｡
な
お
､
か
れ
ら
が
任
命
さ
れ
た
南
岳
廟
､
杭
州
路
龍
朔
宮
､
西
太

l
宮
､
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宗
陽
宮
､
信
州
路
高
書
異
慶
宮
､
揮
州
路
岳
麓
高
書
宮
､
衡
山
昭
聖
高
書
宮
､
龍
興
路
造
造
山
玉
隆
高
書
宮
､
鏡
州
路
徐
干
州
高
安
宮
､
鋲
江

路
紫
府
観
､
平
江
路
致
道
観
､
信
州
路
徳
元
観
､
湖
州
路
玄
妙
観
､
吉
州
路
浮
山
洞
虚
観
､
揚
州
路
玄
妙
観
､
常
州
路
通
達
ハ観
､
揮
川
路
王
仙

山
登
異
観
な
ど
の
宮
観
が
､
正

一
敦
で
も
き
わ
め
て
重
要
な
接
鮎
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

皇
慶
元
年
以
前
の
張
留
孫
に
つ
い
て
い
え
ば
､
最
初
に
馨
令
さ
れ
た
至
元
十
五
年
五
月
の
法
師
鋸
と
江
南
諸
路
道
教
都
提
鮎
を
特
賜
す
る
命

令
文

の
み
原
則
か
ら
外
れ
る
A
型
､
そ
の
ご
大
徳
十

一
年
十
月
の
大
異
人
を
加
授
す
る
命
令
文
ま
で
は
す
べ
て
耳
型
で
あ
る

(ち
な
み
に
､
全

英
敦
の
宋
徳
方
に
異
人
讐

警

至
元
七
年
の
制
詞
､
氾
囲
蟻
に
異
人
警

警

至
元
十

一
年
四
月
の
命
令
文
は
〃

鮎

)

p
あ
り
､
混

l
以
後
も
､
こ
の
原
則
に

ず
っ
と
の
っ
と
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
)
｡
至
大
二
年
十

一
月
の
特
進

(資
品
)
の
加
授
は
A
型
だ
が
､
こ
れ
は
仙
官
の
範
時
か
ら
は
外
れ
る
の
で

同
時
に
論
ず
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡
と
こ
ろ
が
､
呉
全
節
の
場
合
は
､
張
留
孫
と
同
じ
大
徳
十

一
年
十
月
の
玄
敦
嗣
師
お
よ
び
違
ハ人
鋸
を

加
授
す
る
命
令
文
で
A
型
｡
張
留
孫
の
大
宗
師
､
上
卿
の
加
按
は

耳
型
で
あ

っ
た
か
ら
､
ど
う
に
も
説
明
が
つ
か
な
い
｡
張
天
師
は
､
至
元
二

十
九
年
正
月
の
三
十
七
代
天
師
の
た
ん
な
る
嗣
敦
の
認
可
の
み

耳
型
で
､
英
人
鋸
の
授
輿
は
か
な
ら
ず

A
型
で
あ
る
｡
そ
の
鮎
は
や
は
-
特
別

扱
い
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
｡
検
討
の
鎗
地
を
の
こ
す
｡

い
っ
ぽ
う
､
同
じ

｢上
天
脊
命
､
皇
帝
聖
旨
｣
を
冠
す
る
A
と

D
の
ち
が
い
は
き
わ
め
て
簡
単
で
あ
る
｡
｢宜
令

〇
〇
〇
｡
准
此
｣
で
締
め

-
-
ら
れ
る
A
は
､
存
命
中
の
人
物
に
封
す
る
直
接
の
任
命
､
授
輿
で
あ
り
､

D
は
､

A
の
封
象
者
の
う
ち
と
-
に
尊
重
の
意
を
表
わ
し
た
い

人
物
の
た
め
に
､
そ
の
父
母
､
租
父
母
､
曾
租
父
母
を
は
じ
め
と
す
る
親
族
､
師

(概
ね
物
故
者
で
あ
る
)､
先
賢
､
先
租
に
美
鋸
､
爵
官
を
加

封
､
追
贈
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
､
｢主
著
施
行
｣
の
結
句
が
示
す
よ
う
に
､
間
接
的
な
授
輿
と
い
え
る
｡

『龍
虎
山
志
』
か
ら
得
ら
れ
る
B
･
C
型
命
令
文
､
す
な
わ
ち
直
詳
腰
聖
旨
に
つ
い
て
の
新
た
な
知
見
は
､
列
挙
､
整
理
す
る
な
ら
ば
次
の

よ
う
に
な
る
｡

詩
語
-
至
元
十
六
年
の
聖
旨
で

〟税
願
者
″

と
詳
さ
れ
て
い
た
モ
ン
ゴ
ル
語
が
至
元
二
十
六
年
以
降
の
聖
旨
で
は
す
べ
て

〟親
書
所
編
者
″

と
課
さ
れ
､

s
irge
k

ontirge
の
講
に

l
貫
し
て

〟酷
酵
″

を
用
い
る
な
ど
同
じ
語
桑
､
言

い
回
し
を
用
い
､

マ
ニ
ュ
ア
ル
に
忠
薯
に
詳
さ
れ
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て
い
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
｡
モ
ン
ゴ
ル
政
府
で
翻
課
さ
れ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
と
は
い
え
､
例
外
も
あ
-
､

の

ず

っ
と
太
上
老
君
的

〟教
法
″

と
詳
さ
れ
て
き
た
語
が

『龍
虎
山
志
』
の
編
纂
開
始
後
の
皇
慶
二
年
八
月
十

l
日
に
馨
令
さ
れ
た
張
留
孫
､
呉

全
節

へ
の
聖
旨
で
は
､
と
も
に

〟経
敦
″

に
代
わ
る
｡
し
た
が
っ
て
最
初
の
編
纂
の
さ
い
の
翻
詳
者
と
､
追
加
分
の
命
令
文
の
翻
詳
者
が
異
な

っ
た
と
い
う
可
能
性
も
完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
｡
通
知
先
-
至
元
十
四
年
二
月
の
張
宗
演
､
至
元
十
六
年
二
月
十
五
日
の
張
留
孫

へ
の
聖
旨

ま

ち

の

む

ら

の

ダ

ル

ガ

チ

ノ
ヤ
ン

た
ち

る

エ
ル
チ

た
ち

の

ノ
ヤ
ン

た
ち

の

た
ち

お
お

は
､
と
も
に
冒
頭
の
通
知
先
を

〟城
子

裏

､
相

子

裏

達

魯

花

赤

官

人

毎

､

来
往
行
踏
す
底

使

臣

毎

､

管
軍
的

官

人

毎

､

出
軍
底

人
毎

､

衆

-
の

た
ち

じ
ん
み
ん
た
ち

先
生
毎

､

百

姓

毎

″

と
す
る
｡
行
省
､
行
墓
等
の
官
人
は
見
え
な
い
｡
混

一
ま
も
な
い
江
南
の
各
機
関
は
移
動
､
統
廃
合
を
繰
-
返
し
､
シ
ス

テ
ム
自
腰
ま
だ
流
動
的
で
あ

っ
た
た
め
と
も
解
程
で
き
る
が
､
中
統
元
年

(
二
一六
〇
)
六
月
十
四
日
､
即
位
し
た
ば
か
-
の
ク
ビ
ラ
イ
が
開

平
府
に
て
馨
令
し
た
聖
旨

(
『元
代
白
話
碑
集
録
』
三
八
頁
は
一
二
九
六
年
に
誤
る
)
冒
頭
の

〟道
輿
随
州
城
願
鋸
村
案
達
魯
花
赤
毎
､
大
小
官
員
毎
､

去
的
乗
的
使
臣
毎
″
､
翌

二

一六

一
年
の
林
髄
質
巌
寺
聖
旨

(
『元
代
白
話
碑
集
録
』
二
二
頁
)
と
少
林
寺
聖
旨
碑
第
二
蔵
の

〟宣
撫
司
根
底
､
城

(95
)

子
裏
､
相
子
裏
達
魯
花
赤
官
人
毎
根
底
､
過
往
使
臣
毎
根
底
､
把
軍
底
官
人
毎
根
底
″
､

二

一六
八
年
馨
令
の
少
林
寺
聖
旨
碑
第
三
蔵
を
経
た

書
式
を
踏
襲
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
な
お
､
通
知
先
の
中
に

〟村
の
ダ
ル
ガ
″
が
確
認
で
き
る
の
は
､
至
元
十
七
年

(
二
一八
〇
)
二

月
二
十
五
日
の
聖
旨

(
『元
代
白
話
碑
集
録
』
二
九
頁
)
ま
で
で
あ
る
｡
至
元
十
七
年
十

一
月
五
日
重
陽
高
書
宮
聖
旨

(
『元
代
白
話
碑
集
録
』
二
三

頁
は
二
一六
八
年
に
誤
る
)
以
降
は
､
管
軍
官
人
､
軍
人
､
管
城
子

(塞
)
達
魯
花
赤
官
人
､
過
往
使
臣

(往
来
使
臣
､
来
往
的
使
臣
)､
衆
百
姓
の

順
に
ほ
ぼ
固
定
す
る
｡
ま
た
､
各
官
廉
を
列
挙
す
る
場
合
に
は
､
中
書
省
､
枢
密
院
､
御
史
墓
､
行
中
書
省
､
行
御
史
墓
､
宣
慰
司
､
廉
訪
司

を
管
軍
官
人
の
前
に
配
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が

『龍
虎
山
志
』
の
場
合
､
至
元
二
十
六
年
以
降
の
聖
旨
で
は
､
す
べ
て
中
書
省

(時
期
に
よ
っ
て
は
尚
書
省
)､
枢
密
院
､
御
史
墓
､
行
省
､
行
墓
､
行
司
農
司
､
宣
慰
司
､
廉
訪
司
､
城
子
裏
達
魯
花
赤
､
来
往
行
踏
的
使
臣
､

管
軍
的
官
人
､
軍
人
､
百
姓
の
順
で
､
管
軍
官
と
軍
人
の
位
置
に
違
い
が
見
ら
れ
る
｡
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
､
編
集
の
際
に
手
が
加
え
ら
れ
て

ア
イ
マ
ク

い
る
可
能
性
も
､
否
定
で
き
な
い
｡
な
お
､
通
知
先
の
中
に
各
枝

晃

の
頭
目
が
現
れ
る
の
は
､
『龍
虎
山
志
』
で
は
至
大
元
年

(
二
二
〇
八
)
八

月
八
日
附
け
の
聖
旨
か
ら
で
､
鉦
知
の
直
詳
腰
碑
で
は
､
延
柘
元
年

(
二
二
一
四
)
七
月
二
十
八
日
附
け
の
重
陽
高
書
宮
聖
旨

(
『元
代
白
話
碑
集
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チ

ン
ギ

ス

カ
ガ
ン

カ
ガ
ン

録
』
二
九
頁
)
が
も

っ
と
も
早
い
例
で
あ

っ
た
｡
先
例
-
ク
ビ
ラ
イ
時
代
は
､
成

吉
思

皇
帝
､
恰

竿

皇
帝
を
挙
げ
る
｡
恰

竿

皇
帝
は
オ
ゴ
デ
イ

カ
ガ
ン

(
96

)

を
指
し
､
賓
名
は
挙
げ
な
い
｡
と
こ
ろ
が
､
テ
ム
ル
は
恰

竿

皇
帝
と
は
絶
野
に
記
さ
ず

､

即
位
し
た
直
後
の
至
元
三
十

一
年
七
月
八
日
の
段
階

オ

ゴ

デ

イ

セ
チ
ェ
ン

で
す
で
に
成
吉
思
皇
帝
､
月

閥

毒

皇
帝
､
停

滞

皇
帝
と
列
馨
し
､
ク
ビ
ラ
イ
に
つ
い
て
は
モ
ン
ゴ
ル
語
の
廟
鋸
を
以
て
呼
ん
で
い
た

(た
だ
し

直
詳
憶
碑
で
は
先
皇
帝
､
世
租
皇
帝
と
課
す
例
も
わ
ず
か
な
が
ら
見
ら
れ
る
)｡
こ
の
書
式
は
､
以
後
の
カ
ア
ン
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
る
｡
次
の
カ

オ
ル
ジ
ェ
イ
ト
ゥ

イ
シ
ャ
ン
は
､
至
大
元
年
八
月
八
日
に
い
た

っ
て
も
完

者

都

皇
帝
す
な
わ
ち
テ
ム
ル
を
挙
げ
な
い
｡
大
徳
十

l
年
九
月
の
段
階
で
廟
鋸
を
定

め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
｡
至
大
三
年
二
月
の
段
階
で
は
挙
げ
て
い
る
｡
そ
こ
で
､
鉦
知
の
直
詳
腰
碑
も
併
せ
て
見
る
と
､
カ
イ
シ
ャ
ン
は

至
大
二
年
の
三
月
六
日
の
段
階
で
も
テ
ム
ル
を
挙
げ
ず
､
九
月
五
日
の
聖
旨
に
至

っ
て
現
れ
る
こ
と
が
わ
か
る

(
『元
代
白
話
碑
集
録
』
五
六
､
五

九
頁
)｡
ち
ょ
う
ど
そ
の
間
に
出
さ
れ
た
八
月
十
五
､
十
七
日
の
ダ
ギ
の
敢
旨
と
ア
ユ
ル
パ
ル
ワ
ダ
の
令
旨
は
テ
ム
ル
を
挙
げ
る
｡
答
失
響
-

従
来
の
研
究
で
は
､
免
税
､
免
役
封
象
者
に
ム
ス
リ
ム
識
者
を
挙
げ
る
か
ど
う
か
は
歴
代
カ
ア
ン
に
よ
っ
て
差
が
認
め
ら
れ
､
ク
ビ
ラ
イ
､
イ

ス
ン

･
テ
ム
ル
､
ト
ク

･
テ
ム
ル
の
聖
旨
に
は
挙
げ
ら
れ
る
が
､
テ
ム
ル
､
カ
イ
シ
ャ
ン
､
ア
ユ
ル
パ
ル
ワ
ダ
の
聖
旨
に
は
挙
げ
ら
れ
な
い
と

(
97)

い
う
傾
向
が
あ
り
､
各
時
代
の
令
旨

･
菰
旨
も
こ
れ
に
準
按
す
る
､
と
さ
れ
る
｡

た
だ
し
､
ク
''i
)
ラ
イ
期
で
も
､
至
元
十
四
年
二
月
馨
令
の
張

宗
演
宛
の
聖
旨
に
は
見
え
て
い
た
の
に
､
『元
典
章
』
に
収
録
さ
れ
る
同
年
十

一
月
の
宗
演
宛
の
聖
旨
に
は
見
え
ず
､
直
詳
懐
碑
､
モ
ン
ゴ
ル

(
9

8)

語
原
件
の
同
年
の
馨
令
で
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
｡
ア
ユ
ル
パ
ル
ワ
ダ
期
の
も
の
で
も
､
ダ
シ
エ
マ
ン
が
現
れ
る
例
が
あ
る

｡

『龍
虎
山
志
』
収

録
の
聖
旨
は
す
べ
て
ダ
シ
エ
マ
ン
を
記
さ
な
い
｡
こ
の
鮎
は
さ
ら
に
詳
細
に
調
査
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

以
上
の
法
則
か
ら
す
れ
ば
､
察
美
彪
が

二

一九
三
年
に
批
走
す
る
趨
州
相
林
寺
聖
旨
第

一
哉
は

一
二
八

一
年
､

二

一九
六
年
に
批
走
す
る
彰

徳
上
清
正

一
宮
聖
旨
第
二
蔵
は

一
二
七
二
年
､

二

一九
七
年
に
批
走
す
る
彰
徳
上
清
正

一
宮
聖
旨
第
三
蔵
は

一
二
八
五
年
に
訂
正
し
な
け
れ
ば

(99
)

な
ら
な
い
｡
ま
た
ジ
ョ
ナ
ス
ト
が
系
年
を
保
留
す
る
大
原
府
石
壁
寺
の
牛
鬼
の
年
の
聖
旨
は

一
二
八
九
年
､
チ
ベ
ッ
ト
悌
数
倍
宛
の
モ
ン
ゴ
ル

(1-0
)

(1-1
)

語
聖
旨
原
件
も

一
二
八
九
年
､
甘
粛
淫
州
の
水
泉
寺
の
牛
鬼
の
年
の
モ
ン
ゴ
ル
語
聖
旨
は
､

一
二
六
五
年
も
し
-
は

〓

l七
七
年
の
馨
令
だ
ろ

1つ
○
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B
型
の
い
わ
ゆ
る
護
持
聖
旨
は
A
､
耳
型
の
命
令
文
と
ほ
ぼ
同
時
に
､
印
章
､
牌
面
と
セ
ッ
ト
で
降
さ
れ
た
｡
C
型
の
命
令
文
は
､
A
､
耳

型
の
命
令
文
の
馨
令
後
､
大
腰

一
年
以
内
に
出
さ
れ
た
が
､
や
は
-
セ
ッ
ト
で
考
え
ら
れ
て
い
た
｡
終
南
山
重
陽
高
書
宮
の

｢大
元
崇
造
聖
訓

王
言
碑
｣
が
李
通
謀
宛
の
至
元
十
七
年
正
月
の
耳
型
命
令
文
と
至
元
十
七
年
十

一
月
五
日
馨
令
の
C
型
聖
旨
を
､
｢辰
命
王
文
碑
｣
が
孫
徳
或

宛
の
皇
慶
二
年
九
月
の
A
型
命
令
文
と
延
柘
元
年
七
月
二
十
八
日
附
け
C
型
聖
旨
を
､
｢皇
帝
聖
旨
碑
｣
が
楊
徳
条
宛
の
至
正
二
十
三
年
七
月

(1-2
)

二
十
二
日
附
け
の
A
型
､
B
型
聖
旨
を
合
刻
す
る
の
も
､
ま
さ
に
そ
の
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

四

石
の
齢
を
越
え
て

■■

319

『龍
虎
山
志
』
に
纏
め
ら
れ
た
家
博
､
命
令
文
､
碑
記
は
､
ち
ょ
う
ど
全
異
教
の
永
楽
純
陽
高
書
宮
や
終
南
山
大
重
陽
高
書
宮
に
林
立
す
る

命
令
文
､
追
行
碑
な
ど
様
々
な
種
類
の
碑
石
群
と
同
様
の
意
味
を
も

っ
て
い
た
｡
石
に
刻
む
こ
と
は
､
と
こ
し
え
を
意
識
し
た
行
為
で
あ
-
､

(1-3
)

文
書
現
物
の
焼
失
､
将
来
起
こ
-
う
る
係
争
な
ど
に
備
え
る
意
味
も
あ
っ
た
｡
各
種
申
請
に
必
要
と
な
れ
ば
､
関
連
の
碑
を
採
拓
､
添
附
す
れ

ば
よ
-
､
政
府
の
側
か
ら
も
信
頼
の
お
け
る
資
料
と
み
な
さ
れ
た
｡
ま
た
そ
の
た
め
に
こ
そ
､
立
碑
の
式
典
に
現
地
の
官
僚
を
招
き
､
澄
人
と

し
て
碑
に
そ
の
面
々
の
名
を
刻
ん
だ
の
で
あ
っ
た
｡
聖
旨
碑
､
赦
建
碑
が
好
ま
れ
た
の
も
､
軍
に
そ
れ
が
条
え
あ
る
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
は
な

-
､
そ
こ
に
書
い
て
あ
る
記
述
が
皇
帝
の
認
可
を
得
た
も
の
と
し
て
保
護
さ
れ
る
た
め
で
あ

っ
た
｡
さ
ら
に
､
永
遠
性
と
流
通
性
の
両
方
を
満

た
す
た
め
に
､
石
に
彫
る
こ
と
と
版
木
に
刻
す
こ
と
が
セ
ッ
ト
で
考
え
ら
れ
た
｡
大
量
に
虞
-
頒
布
､
各
機
関
､
各
個
人
が
保
管
し
て
お
け
ば
､

(
1-4)

高

一
原
石
が
滅
び
て
も
復
元
可
能
で
あ
る
｡

か
-
し
て
巨
石
の
立
ち
並
ぶ
碑
林
の
世
界
を
ひ
と
つ
の
書
物
に
凝
縮
し
た
録
文
集
が
し
ば
し
ば
刊

行
さ
れ
た
｡
全
量
敦
の
各
地
宮
観
の
碑
記
を
集
め
た
史
志
経

『長
春
大
宗
師
玄
風
塵
曾
囲
説
文
』
(至
元
十
一
年
)
巻
五
附
録
､
お
よ
び
そ
れ
を

槍
補
し
た
李
通
謀

『甘
水
仙
源
録
』
(至
元
二
十
六
年
刊
)
は
､
代
表
的
な
例
で
あ
る
｡

歴
代
張
天
師
､
張
留
孫
､
呉
全
節
等
が
拝
受
し
た
数
多
の
聖
旨
も
､
龍
虎
山
の
演
法
観
､
大
上
清
正

一
高
書
宮
､
そ
し
て
正

一
敦
の
出
先
機

関
で
あ
る
上
都
､
大
都
の
ふ
た
つ
の
崇
異
高
書
宮
に
碑
刻
に
な
っ
て
林
立
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
｡
じ
つ
さ
い
､
経
基
孫
が

『永
楽
大
典
』
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巻
四
六
五
〇
よ
-
抄
出
し
た

『順
天
府
志
』
所
引
の
熊
夢
辞

『析
津
志
』
に
よ
れ
ば
､
大
都
崇
異
高
書
宮
駐
機
殿
の
下
壇
に
は
､
〟張
上
卿
､

(
1-5)

呉
宗
師
及
び
開
山
の
諸
碑
刻
″
が
有
-
､
趨
孟
順
の
書
が
多
か
っ
た
と
停
え
る
｡

明
初
に
徐
叔
銘
が
北
平
に
て
入
手
し
､
劉
路
が
目
陪
し
た
と

(
1-6)

い
う
呉
全
節
の
父
母
､
租
父
母
へ
の
封
腹
話
詞
の
副
書
刻
本
も
あ
る
い
は
大
都
崇
異
高
書
宮
の
碑
か
ら
の
採
拓
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い

｡

で
は
､
な
ぜ

『龍
虎
山
志
』
が
ほ
か
の
道
教
の

｢志
｣
に
先
ん
じ
て
赦
修
､
囲
家
出
版
さ
れ
､
大
量
の
命
令
文
を
碑
刻
に
し
て
い
た
全
英
敦

に
お
い
て

『永
楽
宮
志
』
な
-

『重
陽
宮
志
』
な
-
､
同
様
の
書
が
編
ま
れ
な
か
っ
た
か
と
い
え
ば
､
よ
う
は
混

一
以
後
､
正

一
敦
が
す
べ
て

の
道
教
の
上
に
立
ち
､
大
元
ウ
ル
ス
治
下
の
道
教
の
出
版
を
管
理
し
た
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い

(全
英
敦
猫
白
の
出
版
事
業
に
は
､
至
元
十
七
年
の

放
火
事
件
と

『造
戒
』
侶
経
問
題
が
大
き
-
響
い
た
)｡
国
家
出
版
の
多
-
を
拾

っ
た
地
の
ひ
と
つ
が
杭
州
で
あ
-
､
三
敦
に
乗
通
し
た
宗
陽
宮
の

杜
造
堅
が
中
心
と
な
っ
て
早
-
か
ら
保
拳
と
出
版
事
業
に
取
-
組
み
､
そ
の
シ
ス
テ
ム
を
整
え
た
｡
自
身
を
と
-
た
て
て
-
れ
た
バ
ヤ
ン
を
顛

(1-7
)

彰
す
る

『大
元
混

一
平
宋
賓
録
』
(大
徳
八
年
)､
椎
宗
の

『碧
巌
録
』
(大
徳
九
年
)､
正

一
敦
傘
下
の
杭
州
路
天
柱
山
大
源
洞
天
洞
零
宮
に
つ
い

て
ま
と
め
た

『洞
零
囲
志
』
(こ
の
書
の
最
初
の
刊
行
年
は
､
知
不
足
斎
叢
書
本
巻
末
題
名
の
張
輿
材
､
張
留
孫
､
呉
全
節
の
肩
書
き
か
ら
大
徳
十
年
六
月

以
降
大
徳
十
一
年
九
月
以
前
と
知
れ
る
)
お
よ
び

『洞
零
詩
集
』
(静
嘉
堂
文
庫
蔵
元
刊
本

三
一
二

×
一
九
･五
セ
ン
チ

板
糎
二
四
･〇
×
一
五
⊥
ハ
セ
ン

チ

目
口
四
周
嬰
達
)
の
刊
行
｡
彼
は
､
全
異
教
の
著
作
の
刊
行
に
つ
い
て
も
張
輿
材
や
集
賢
直
学
士
江
漸
儒
学
提
拳
の
趨
孟
臓
に
し
ば
し
ば
仲

介
を
請
け
負

っ
た
｡
は
や
-
は
､
至
元
三
十
年
九
月
に
平
陽
府
洪
洞
願
龍
碑
高
書
宮
住
持
提
鮎
の
姫
致
柔
が
杭
州
路
の
玉
犀
福
恵
観
で
重
刊
し

た

『開
平
子
言
外
経
旨
』
(静
嘉
堂
文
庫
蔵
元
刊
本

三
一
･三
×
二
〇
･〇
セ
ン
チ

板
梶
二
〇
･六
×
一
五
･八
セ
ン
チ

目
口
四
周
聾
蓮
)
が
あ
り
､
李

道
純
の

『清
庵
先
生
中
和
集
』
(墓
漕
囲
家
囲
書
館
蔵
明
覆
大
徳
十

一
年
刊
本
)
に
も
序
文
を
寄
せ
る
｡
ま
た
､
『長
春
異
人
玄
風
慶
曾
囲
説
文
』

(三
五
×
二
四
セ
ン
チ

坂
根
二
四
･五
×
一
七
･五
セ
ン
チ

自
口
四
周
隻
連

巻
末
の
勘
繰
題
名
は
､
張
輿
材
､
張
留
孫
､
呉
全
節
の
肩
書
き
か
ら
大
徳
八

年
二
月
以
前
の
も
の
と
わ
か
る
)､
『玄
元
十
子
囲
』
(
『道
戒
』
所
収

大
徳
十

l
年
刊

趨
孟
臓
の
括
給
)
の
二
書
は
､
全
違
ハ敦
の
路
造
通
が
垂
刊
を

(
1-8)

申
請
し
て
お
-
､
と
う
じ
刊
行
に
あ
た
っ
て
正

一
敦
の
認
可
が
必
要
で
あ

っ
た
澄
左
と
な
る
｡

さ
ら
に
は
､
大
徳
十
年
に
前
湖
贋
官
嘗
提
拳
の

劉
世
業
が
重
刊
し
た
全
量
教
皇
極
道
院
の
趨
素
の

『新
刊
風
科
集
験
名
方
』
(静
嘉
堂
文
庫
蔵
元
刊
本

三
l
･二
×
一
九
‥八
セ
ン
チ

板
枢
二
二
･五
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×
一
五
･二
セ
ン
チ

小
黒
口
四
周
聾
連
)
と

『為
政
九
要
』
の
刊
行
に
も
関
わ
っ
た
｡
そ
れ
ら
の
多
-
は
精
微
な
版
刻
技
術
と
美
麗
な
大
字
本
と

い
う
共
通
項
を
も
つ
｡
『龍
虎
山
志
』
(縦
三
〇
･三
×
横
二
〇
･四
セ
ン
チ

坂
根
二
四
三

×
一
七
･五
セ
ン
チ

自
口
四
周
隻
連
)
の
刊
行
は
､
あ
き

ら
か
に
か
-
し
て
培
わ
れ
て
き
た
正

一
敦
の
出
版
シ
ス
テ
ム
､
ノ
ウ
ハ
ウ
を
利
用
し
た
も
の
で
､
ほ
ん
ら
い
巻
頭
に
槍
囲

･
地
園
が
掲
げ
ら
れ

て
い
た
可
能
性
も
あ
る
｡

ひ
る
が
え

っ
て
､
元
明
善
が
記
録
す
る
龍
虎
山
の
碑
刻
は
､
｢新
建
信
州
龍
虎
山
張
天
師
廟
碑
銘
｣
(南
唐
保
大
八
年
四
月
十
日
立
､
陳
喬
奉
赦

撰
､
謝
仲
容
奉
赦
吉
井
蒙
額
､
主
文
乗
刻
字
)､
｢貴
玄
思
異
洞
天
碑
｣
(開
賓
七
年
四
月
八
日
立
､
宋
換
撰
､
徐
継
宗
吾
､
周
慶
蒙
額
)､
｢上
清
観
重
情
夫

師
殿
記
｣
(元
蕗
二
年
春
分
日
記
､
貢
善
朔
撲
､
董
達
吉
､
陳
稀
蒙
)､
｢重
修
靖
通
巻
記
｣
(嘉
走
八
年
十
二
月
日
､
高
似
孫
記
井
書
)､
｢改
建
塞
賓
記
｣

(本
文
鉄
落
)､
｢上
清
正

l
宮
碑
｣
(端
午
二
年
三
月
日
､
王
輿
権
記
､
何
庭
情
書
､
趨
輿
懲
題
蓋
)､
｢龍
虎
山
上
清
宮
新
建
牌
門
記
｣
(景
定
五
年
六
月

甲
子
日
､
周
癒
合
記
)､
｢重
建
天
師
家
廟
演
法
観
記
｣
(威
淳
七
年
､
周
方
撰
井
書
､
王
愉
蒙
額
)､
｢大
元
赦
賜
龍
虎
山
大
上
清
正

一
宮
碑
｣
(元
貞
二

年
､
主
構
奉
赦
撰
､
卜
忽
■

[木
]
奉
赦
書
'
虞
撃
奉
政
策
)､
｢違
ハ風
殿
記
｣
(至
元
二
七
年
十
一
月
辛
亥
日
､
曾
子
良
書
)､
｢龍
虎
山
大
上
清
正

一
宮
重

建
三
浦
殿
壇
模
三
門
碑
｣
(至
元
三
十
年
十
月
'
閣
復
撰
'
李
謙
書
､
董
文
用
笑
顔
)､
｢大
元
赦
賜
大
上
清
正

一
商
量
吋宮
碑
｣
(延
柘
元
年
､
元
明
善
奉

赦
撰
､
遁
孟
煩
奉
赦
書
､
郭
貫
奉
赦
笑
顔
)
｢凝
異
観
記
｣
(至
元
二
五
年
三
月
望
日
､
曾
子
良
記
)
の
計
十
三
件
｡
漠
代
か
ら
南
唐
に
至
る
ま
で
の
碑

は
､
す
で
に
い
ず
れ
も
摩
滅
が
ひ
ど
-
録
文
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
｡
と
-
に
､
こ
の
う
ち
の

｢大
元
赦
賜
大
上
清
正

一
高
書
宮
碑
｣
は
､

張
留
孫
が
､
完
成
し
た
ば
か
-
の
上
清
正

一
高
書
宮
に
､
大
元
ウ
ル
ス
の
正

一
敦
保
護
の
歴
史
と
そ
の
隆
盛
を
後
世
に
誇
る
べ
-
碑
を
建
て
た

い
と
､
集
賢
大
学
士
の
李
邦
寧
と
大
都
留
守
の
コ
コ
ダ
イ
を
通
じ
て
ア
ユ
ル
パ
ル
ワ
ダ
に
願
い
出
た
も
の
で
､
聖
旨
に
よ
っ
て
､
元
明
善
が
文

を
摸
し
た
｡
ま
さ
に

『龍
虎
山
志
』
の
編
纂
と
連
動
す
る
赦
建
碑
で
あ
る
｡

い
っ
ほ
う
､
時
代
は
は
る
か
に
-
だ
っ
て
､
清
朝
道
光

･
威
豊
期
､
高
級
官
僚
で
あ
る
と
同
時
に
金
石
蒐
集
家
と
し
て
も
名
を
は
せ
た
呉
式

芽
の

『金
石
桑
目
分
編
』
巻
六

｢康
信
府

･
貴
渓
願
｣
に
は
､
か
れ
が
所
蔵
も
し
-
は
閲
覧
し
た
龍
虎
山
の
宋
元
碑
拓
本
が
十

一
件
記
録
さ
れ

て
い
る
｡
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①
宋
上
清
宮
筒
書
省
牒
-
行
書
｡
政
和
三
年
九
月
｡
下
方
察
偽
記
｡
湯
純
仁
集
欧
陽
請
書
｡
慶
元
二
年
三
月
刊
｡
苑
氏
拓
本
｡
②
宋
龍
虎
山
尚
書
省

牒
-
行
書
｡
大
観
二
年
､
政
和
四
年
､
五
年
､
六
年
各

一
道
｡
下
方
有
大
観
二
年
､
政
和
六
年
王
道
堅
表
二
道
｡
倶
正
吾
｡
慶
元
三
年
刊
｡
③
宋
龍
虎

山
備
蓄
省
牒
-
行
書
｡
政
和
八
年
七
月
｡
下
方
有
政
和
八
年
八
月
王
襲
明
表
｡
正
吾
｡
慶
元
三
年
刊
｡
④
宋
龍
虎
山
尚
書
省
牒
-
行
書
｡
淳
整
十
四

年
､
十
五
年
､
紹
整
四
年
､
慶
元
二
年
､
嘉
泰
四
年
各

一
道
｡
下
方
刻
留
用
光
表
｡
嘉
走
十
二
年
刊
｡
有
王
端
中
抜
｡
至
正
六
年
重
立
｡
⑤
元
龍
虎
山

道
戒
銘
-
虞
集
撰
井
八
分
書
｡
延
蕗
四
年
四
月

(
『造
園
学
古
録
』
巻
四
五
)｡
⑥
元
龍
虎
山
異
風
殿
記
･
･趨
孟
傾
撰
井
行
書
｡
延
蕗
六
年
四
月
｡
⑦

元
龍
虎
山
室
星
門
銘
-
欧
陽
玄
撰
｡
張
起
厳
正
書
｡
後
至
元
四
年
十
月

(
『積
修
龍
虎
山
志
』
巻
中
)｡
⑧
元
龍
虎
山
長
生
庫
記
-
掲
篠
斯
撲
井
正
吾
｡

後
至
元
五
年
八
月
｡
⑨
元
虚
靖
夫
師
張
継
先
遣
行
記
･
･正
吾
｡
後
刻
趨
孟
順
家
書
大
道
歌
｡
呉
全
節
抜
｡
至
元
後
丁
丑
五
月
五
日
｡
見
当
峰
編
｡
⑲

元
赦
賜
玄
敦
宗
停
碑
･
･虞
集
撰
｡
趨
孟
順
行
吉
井
蒙
額
｡
至
正
四
年
八
月
望
｡
⑪
元
上
卿
玄
敦
大
宗
師
張
留
孫
碑
･
･趨
孟
傾
撲
井
正
吾
､
蒙
額
｡

至
正
四
年
｡
府
志
-
道
教
碑
在
西
郭
外
浮
橋
頭
嶺
下
｡
乾
隆
三
十
九
年
碑
断
朴
裂
｡
正

一
真
人
鳩
工
整
飲
｡

ま
ず
､
①
の
注
に

〟苑
氏
の
拓
本
″
と
あ
る
の
で
､
銭
大
折
の

『天

一
閣
碑
目
』
を
見
る
と
､
以
下
の
こ
と
が
判
明
す
る
｡
寧
波
の
天

一
閥

に
は
､
呉
式
券
の
記
録
す
る
拓
本
の
う
ち
⑨
以
外
は
全
て
威
さ
れ
て
い
た
｡
さ
ら
に
⑫

｢上
清
宮
鐘
楼
銘
｣
(至
治
二
年
､
虞
集
撰
井
隷
書
)､
⑬

｢天

一
池
記
｣
(至
正
三
年
､
掲
篠
斯
撰
井
正
吾
､
至
正
七
年
五
月
十
五
日
立
石
)
の
拓
本
も
あ
り
､
や
は
-
の
ち
に
呉
式
券
の
目
陪
す
る
所
と
な

っ

て

『摸
古
録
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
｡
そ
も
そ
も

｢天

一
閣
｣
の
名
は
､
明
の
嘉
靖
四
十
年

(
一
五
六

一
)
頃
､
苑
鉄
が
蔵
書
桂
を
建
て
､
庭

園
に
池
を
整

っ
て
い
た
と
き
に
､
こ
の

｢天

一
池
記
｣
の
碑
陽
､
碑
陰
の
拓
本

(
『北
拓

(元
50
)』
二
九
頁
)
を
入
手
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
｡

苑
氏
の
龍
虎
山

へ
の
想
い
は
､
い
ご
特
別
な
も
の
と
な

っ
た
｡
呉
式
券
が
記
録
し
た
こ
れ
ら
の
拓
本
は
､
嘉
靖
末
年
ま
で
遡
る
こ
と
は
確
か
で

あ
-
､
孫
星
宿
が

『蓑
宇
訪
碑
録
』
に
記
す
龍
虎
山
関
連
の
碑
も
す
べ
て
こ
の
苑
鉄
の
拓
本
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
不
思
議
な
こ
と
に
､
『龍
虎
山
志
』
収
録
の
碑
文
が
こ
れ
ら
の
拓
本
の
中
に
は

一
つ
も
な
い
｡
い
ず
れ
の
碑
も
苑
欽
に
と

っ
て
は

垂
漣
の
的
だ

っ
た
筈
だ
か
ら
､
嘉
靖
年
間
に
は
鉦
に
滅
び
て
し
ま

っ
て
い
た
と
し
か
思
え
な
い

(
『緯
集
龍
虎
山
志
』
､
『垂
修
龍
虎
山
志
』
所
収
の

碑
記
は
､
現
存
せ
ず
と
も
前
志
の
記
事
を
踏
襲
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
)｡
『道
家
金
石
略
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
な
い
｡
苑
鉄
の
拓
本
は
①

-
④
の
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末
代
の
備
蓄
省
の
牒
を
の
ぞ
け
ば
､
全
て
延
祐
四
年
以
降
の
撰
文
､
立
石
で
あ
る
｡
い
い
か
え
れ
ば
､
『龍
虎
山
志
』
編
纂
以
後
の
も
の
し
か

な
い
｡
そ
し
て
①
-
④
も
､
『天

一
閣
碑
目
』
に
よ
れ
ば
､
賓
際
に
は
至
正
六
､
七
年
の
刊
で
､
保
管
さ
れ
て
い
た
拓
本
も
し
-
は

『龍
虎
山

(
1-9)

志
』
の
録
文
か
ら
再
刻
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い

｡

周
召
の

『績
編
』
が
槍
補
す
る
大
元
碑
は
､
⑪
と
虞
集
の

｢張
宗
師
墓
誌
銘
｣
､
そ
し
て
同
じ
-
虞
集
撰
書
家
額
の

｢皇
元
赦
賜
河
囲
仙
壇

(110
)

之
碑
｣
の
三
件
｡
⑪
に
つ
い
て
は
､
呉
全
節
が
天
暦
二
年
に
大
都
の
束
岳
廟
に
立
て
た
巨
大
な
美
碑
が
あ
っ
た
が
､
至
正
四
年
に
､
や
は
-
呉

全
節
の
手
に
よ
っ
て
あ
ら
た
め
て
本
家
の
龍
虎
山
に
も
立
石
さ
れ
た
｡
周
召
は
､
⑪
が
常
時
た
し
か
に
痴
漢
の
南
二
里
に
現
存
し
､
〟高
さ
三

丈
に
し
て
隆
然
と
し
て
吃
立
し
､
過
ぐ
る
者
皆
暗
観
す
蔦
″

と
停
え
る
｡
同
時
に
上
清
宮
に
立
て
ら
れ
た
⑲
の
文
は
､
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
二
十

(
111)

五
年
前
の
延
祐
六
年
に
政
を
受
け
て
作
製
さ
れ
た
も
の
と
い
う
が
､
『造
園
学
古
録
』
､
『造
園
類
稿
』
と
も
に
収
録
し
な
い

｡

鉦
に
述
べ
た
よ

(
112)

う
に
､
⑪
の
張
留
孫
の
姿
は
､
強
烈
な
顕
彰
の
意
園
を
も
っ
て
こ
と
さ
ら
に
飾
-
立
て
ら
れ
て
い
た
｡
呉
全
節
に
よ
る
偽
作
説
す
ら
あ
る
｡

そ

の
虚
像
と
離
齢
を
き
た
す

『龍
虎
山
志
』
収
録
の
碑
の
一
群

こ
れ
も
ま
た
呉
全
節
の
馨
案
で
纏
め
遺
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
は
皮
肉
だ
が

-

は
､
果
た
し
て
い
つ
龍
虎
山
か
ら
消
え
た
の
だ
ろ
う
か
｡

一
九
九
九
年
六
月
､
筆
者
は
ひ
と
-
､
『龍
虎
山
志
』
､
『重
修
龍
虎
山
志
』
を
片
手
に
普
地
を
訪
れ
た
｡
だ
が
､
つ
ね
に
政
権
と
深
-
か
か

わ
っ
て
き
た
龍
虎
山
は
､
近
-
は
文
革
を
経
て
､
薙
正
､
乾
隆
年
間
の
碑
す
ら
も
な
-
､
い
ま
や
天
師
府
に
は
､
上
清
宮
か
ら
移
さ
れ
た
と
い

(
113)

う
至
正
十

一
年
製

(方
従
義
の
銘
文
を
刻
む
)
の
大
鐘
と
周
召
の
み
た
⑪

｢張
留
孫
碑
｣
の
二
つ
が
僅
か
に
の
こ
る
ば
か
-
で
あ

っ
た

｡

典
籍
が

碑
石
の
齢
に
勝
つ
､
ま
さ
に
高

一
の
場
合
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
｡
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証(
1
)

た
と
え
ば

『歴
代
名
臣
奏
議
』
巻
六
七
所
引
の
鄭
介
夫

｢太
平

策
｣
に
は

〟今
張
天
師
縦
情
姫
愛
､
贋
置
田
荘
､
招
撹
権
勢
､
凌
傑

官
府
､
乃
江
南

一
大
豪
覇
也
″

と
あ
る
｡
ま
た
､
四
十
三
代
天
師
張

宇
初
の

『呪
泉
集
』
(
『道
戒
』
正
乙
部
所
収
)
巻
三

｢正

一
玄
壇
題

名
記
｣
は

〟厭
後
莫
盛
於
元
″

と
い
い
､
『明
憲
宗
賓
録
』
巻
六
六

[成
化
五
年
夏
四
月
戊
午
]
は

〟自
前
代
問
有
官
封
､
然
亦
不
常
｡

｣

｢
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至
宋
以
来
､
加
以
異
静
先
生
等
鋸
､
而
猶
未
有
品
級
｡
胡
元
圭
中
囲
､

始
有
封
宙
､
令
税

(≡
)
[二
]
品
｡
我
朝
革
去
天
師
之
鋸
､
止
稀

異
人
､
延
至
干
今
″

と
い
う
｡

(
2
)

高
橋
文
治

｢張
留
孫
の
登
場
前
後
-

馨
給
文
書
か
ら
見
た
モ
ン

ゴ
ル
時
代
の
道
教
-

｣
(
『東
洋
史
研
究
』
五
六
-

一

一
九
九
七

年
六
月
)､
同

｢承
天
観
公
接
に
つ
い
て
｣
(
『追
手
門
学
院
大
学
文

学
部
紀
要
』
三
五

一
九
九
九
年

二

一月
)
､
同

｢
モ
ン
ゴ
ル
王
族

と
道
教
-

武
宗
カ
イ
シ
ャ
ン
と
苗
道

一
-

｣
(
『東
方
宗
教
』
九

三

一
九
九
九
年
五
月
)
｡

(
3
)

｢彰
徳
路
湯
陰
願
鹿
模
村
創
修
隆
興
観
碑
銘
｣
(
『道
家
金
石
略
』

七
三
八
-
七
四
〇
頁
)
に
よ
れ
ば
'
皇
慶
二
年
三
月
は
辛
卯
が
朔
で

あ
る
｡
辛
巳
は
三
月
で
は
あ
-
え
な
い
｡
二
月
の
誤
-
だ
ろ
う
｡

(
4
)

杜
潔
群
主
編

『道
教
文
献
』
第

一
冊

(墓
漕

丹
青
固
書
有
限
公

司

一
九
八
三
年
)
に
影
印
｡
故
宮
本
の
書
誌
に
つ
い
て
は
､
阿
部

隆

一
『中
国
訪
書
志
』
(汲
古
書
院

一
九
七
六
年

B
二
二
七
頁
)

に
紹
介
が
あ
る
｡
な
お
､
中
国
国
家
囲
書
館
所
蔵
の
テ
キ
ス
ト
を
賓

見
し
た
と
こ
ろ
､
下
巻
の
一
部
と
積
編
の
み
の
端
本
で
あ
っ
た
｡
北

京
大
学
囲
書
館
の
抄
本
は
､
未
見
だ
が
､
故
宮
本
の
馨
し
と
思
わ
れ

る
｡

(
5
)

後
至
元
五
年
以
前
に
江
北
涯
東
通
粛
政
廉
訪
司
が
刊
行
し
た
元
明

善
の

『浦
河
集
』
三
九
巻
は
現
存
せ
ず
､
清
末
の
経
基
孫
に
よ
る
輯

侠
七
巻
本
に
は

｢龍
虎
山
志
序
｣
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
｡

(
6
)

『永
楽
大
典
』
巻

二

一〇
四
三
の
七
葉
裏
に

｢高
士
｣
《
陳
義
高
》

の
逸
文
が
あ
る
｡

(
7
)

杉
山
出
身
の
周
召
が
第
何
代
天
師
の
救
援
賛
敦
か
示
す
資
料
は
な

い
｡
『績
編
』
の
記
事
が
四
十
四
代
天
師
ま
で
及
び
､
巻
下

｢寅
風

殿
記
｣
の

〟直
ハ″

の
字
を

〟貞
″

の
字
に
作
る
の
で
英
宗
朱
郁
鋸
以

降
の
改
訂
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
､
『漠
天
師
世
家
』
は
正
統
十
二
年
､

皇
帝
が
幼
少
の
四
十
六
代
天
師
張
元
吉
の
補
佐
役
に
賛
敦
'
掌
書
等

の
官
を
授
け
た
と
い
い
､
そ
の
一
人
が

『垂
修
龍
虎
山
志
』
巻
八

｢爵
秩

･
府
僚
佐
｣
に
よ
れ
ば
周
癒
翰
な
る
人
物
で
あ
る
こ
と
､

『重
修
龍
虎
山
志
』
巻
十

｢聾
文

･
給
言
｣
に
よ
れ
ば
成
化
二
年
以

降
の
賛
敦
は
鄭
玉
元
､
王
紹
通
で
あ
る
こ
と
､
以
上
か
ら
推
測
せ
ざ

る
を
得
な
い
｡

(
8
)

四
十
五
代
天
師
張
林
心丞
は
､
張
宇
初
､
張
宇
清
の
甥
で
､
洪
武
帝

が
父
の
張
宇
澄
を
気
に
入
-
､
劉
基
の
姪
を
嫁
が
せ
た
結
果
生
ま
れ

た
子
供
で
､
四
十
六
代
張
元
吉
は
､
張
林
心丞
の
孫
で
あ
る
｡

(
9
)

『呪
泉
集
』
巻
二

｢龍
虎
山
志
序
｣
｡
『永
楽
大
典
』
巻
二
五
三
八

の
八
乗
裏
か
ら
九
葉
裏
､
巻
二
五
三
五
の
二
五
葉
裏
､
巻
二
六
〇
四

の
九
葉
裏
な
ど
に
そ
の
逸
文
が
見
え
る
｡

(
10
)

『明
憲
宗
賓
録
』
巻
六
六

[成
化
五
年
夏
四
月
戊
午
]
､
巻
八
四

[六
年
冬
十
月
丁
未
]
､
巻
九
八

[七
年
十

一
月
丁
巳
]
､
巻

一
二

一

[九
年
春
正
月
戊
午
]
､
巻

一
三
七

[十

一
年
春
正
月
丁
巳
]
､
『明

史
』
巻
二
九
九

｢張
正
常
停
｣
､
『砥
部
志
稿
』
巻
八
九

｢懲
戒
張
英

人
｣
､
『弁
山
堂
別
集
』
巻
十
八

｢術
聖
異
人
同
坐
事
｣
等
｡
『漠
天

師
世
家
』
は
､
こ
の
張
元
吉
の
獄
に
つ
い
て
沈
欺
､
美
辞
を
以
っ
て

ご
ま
か
す
｡

(
11
)

大
徳
九
年
刊
の

『長
春
大
宗
師
玄
風
慶
合
囲
説
文
』
(天
理
大
学

附
属
固
書
館
戒
)
の
版
木
の
最
後
に
も
明
代
に
こ
の
大
元
時
代
の
版

木
を
用
い
て
印
刷
頒
布
し
た
際
の
助
縁
者
と
し
て
､
四
十
五
代
天
師

- 122-

■■

｣

｢



｣

漸
覇
恒
雪
tttjJL

事

/i
+
出
酔

潮
目
亜

｣

_

2004
･
9

Pg
薄

｢

■■

325

の
弟
子
で
あ
っ
た
大
上
清
正

一
商
量
吋宮
忠
勤
扶
敦
文
学
法
師
蔀
渓
周

癒
稔
の
名
が
見
え
る
｡
同
時
期
に
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
道
教
の
条
華
を

示
す
二
書
が
再
版

･
重
刷
さ
れ
て
い
る
事
賓
は
､
極
め
て
注
目
に
値

す
る
｡

(
12
)

洪
武
二
十
五
年
梅
渓
書
院
重
刊
の

『事
林
贋
記
』
別
集
巻
四

｢道

教
類
｣
に
は
､
『漠
天
師
世
家
』
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
と
宋
涯
の
序
文

が
収
録
さ
れ
て
い
る
｡
な
お
'
三
十
八
代
張
輿
材
ま
で
記
す
元
刊
本

『事
林
贋
記
』
の

｢天
師
世
系
｣
は
､
元
明
善

『龍
虎
山
志
』
に
依

接
し
て
い
な
い
｡

(
13
)

『塩
山
復
改
集
』
､
『赦
修
百
丈
清
規
』
､
『至
正
金
陵
新
志
』
な
ど

に
江
南
の
白
蓮
敦
､
樺
宗
に
宛
て
た
聖
旨
､
法
旨
が
わ
ず
か
な
が
ら

収
録
さ
れ
る
が
､
い
ず
れ
も
大
元
時
代
中
晩
期
の
も
の
で
あ
る
｡

(
14
)

一
二
五
六
年
､
ク
ビ
ラ
イ
が
開
平
府
の
建
設
を
開
始
す
る
さ
い
所

宿
を
行
い
､
五
山獄
四
演
の
代
紀
に
汲
遺
さ
れ
た
道
士
が
こ
の
王

一
清

で
あ
る
｡
｢創
建
開
平
府
祭
告
済
漬
記
｣
(
『道
家
金
石
略
』
八
六
五

頁
)

｡

(
15
)

『元
史
』
巻
二
〇
二

｢揮
老
俸
｣
､
『龍
虎
山
志
』
巻
上

｢人
物

上

･
天
師
｣
､
巻
中

｢大
元
制
詰

･
天
師
｣
《
贈
三
十
五
代
異
人
》
｡

(
16
)

張
江
暮

『華
山
碑
石
』
｢数
量
若
沖
旨
碑
｣
(三
秦
出
版
社

一
九

九
五
年

三
七
､
二
六
二
-
二
六
三
頁
)
｡

(
17
)

北
京
束
岳
廟
に
今
も
吃
立
す
る
趨
孟
傾
撰
井
書
丹
笑
顔

｢大
元
赦

賜
開
府
儀
同
三
司
上
卿
輔
成
質
化
保
蓮
玄
散
大
宗
師
道
弘
敦
沖
玄
仁

靖
大
賞
人
知
集
賢
院
事
領
諸
路
道
教
事
張
公
碑
銘

(以
下

｢張
留
孫

碑
｣
と
略
稀
)｣
(
『北
拓

(元
49
)』

二

一二
頁
､
『道
家
金
石
略
』

九

一
〇
頁
)
は
､
〟歳
己
未
､
世
租
軍
武
昌
､
己
聞
嗣
漠
天
師
張
宗

演
名
､
聞
便
通
問
″

と
誤
る
｡
も
っ
と
も
､
大
徳
八
年
三
月
､
張
宗

演
に
異
君
を
迫
封
し
た
雅
文
聖
旨
に
も

〟自
王
師
臨
郡
渚
之
初
､
而

妙
道
連
世
皇
之
聴
″

と
あ
る
｡

(
18
)

至
元
三
十
年
九
月
'
嗣
漠
三
十
七
代
天
師
輿
棟
書

｢解
寅
三
十
六

代
天
子
墳
記
｣
(陳
相
泉
編

『江
西
出
土
墓
誌
選
編
』
江
西
教
育
出

版
社

一
九
九

一
年
四
月

二
五

一
-
二
五
三
頁
)
'
『隠
居
通
議
』

巻
十
六

｢漠
三
十
六
代
天
師
簡
斎
張
英
人
墓
誌
銘
｣｡

(
19
)

『元
史
』
巻
八

｢世
租
本
紀
五
｣
[至
元
十
二
年
四
月
庚
午
]
｡
な

お
､
二
人
は
翌
至
元
十
三
年
正
月
か
ら
二
月
に
も
衝
州
､
信
州
等
の

招
諭
に
汲
遣
さ
れ
て
い
る
｡
『元
史
』
巻

一
二
七

｢伯
顔
博
｣､
『新

刊
大
元
混

一
平
宋
賓
録
』
(墓
漕
国
家
囲
書
館
戒
影
元
抄
本
)
巻
中

参
照
｡

(
20
)

『龍
虎
山
志
』
巻
上

｢人
物
上

･
天
師
｣
《
三
十
六
代
天
師
》｡

(
21
)

『元
史
』
巻
八

｢世
租
本
紀
｣｡
な
お
､
至
元
十
三
年
二
月

｢蹄

附
安
民
詔
｣
の
候
葺
に
お
い
て
も
､
〟前
代
聖
賢
之
後
､
高
箇
恰
道

儒
暫
卜
笠
､
通
暁
天
文
暦
数
井
山
林
隠
逸
名
士
″

が
求
め
ら
れ
て
い

る
｡
『元
典
章
』
巻
二

｢聖
政

･
拳
賢
才
｣
参
照
｡

(
22
)

『元
史
』
巻
九

｢世
租
本
紀
｣
[至
元
十
三
年
四
月
壬
午
]
､
『安

雅
堂
集
』
巻
十

｢孫
高
士
碑
｣
､
前
掲

｢張
留
孫
碑
｣
､
『龍
虎
山
志
』

巻
上

｢人
物
下
｣
､
巻
下

｢大
元
赦
賜
龍
虎
山
大
上
清
正

一
宮
碑
｣｡

(
23
)

『元
史
』
巻
九

｢世
租
本
紀
｣
[至
元
十
四
年
春
正
月
丙
申
､
己

未
]

｡

(24
)
神
田
喜

一
郎

｢八
思
巴
文
字
の
新
資
料
｣
(
『東
洋
学
文
献
叢
説
』

一
九
六
九
年
)､
金
芳
漠

｢八
思
巴
文
字
新
資
料
｣
(
『東
亜
文
化
』

一
〇

一
九
七

一
年
)
｡
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(
25
)

『造
園
学
古
録
』
巻
四
五

｢龍
虎
山
道
寂
銘
｣
〟貴
君
崇
鼎
､
至

元
中
佐
天
師
､
立
道
敦
所
､
多
所
董
諾
″､
『掲
文
安
公
集
』
巻
十
二

｢楽
丘
碑
｣
〟至
囲
朝
天
下
郡
牒
置
道
官
｡
又
置
南
北
道
教
所
以
領

之
″
｡

(
26
)

『元
史
』
巻
九

｢世
租
本
紀
｣
[至
元
十
四
年
二
月
丁
亥
]
､
竺
沙

雅
章

｢元
代
華
北
の
華
厳
宗
-

行
青
と
そ
の
後
継
者
た
ち

■■

(
『南
都
儒
教
』
七
四

･
七
五

一
九
九
七
年
十
二
月
)

｡

(
27
)

『元
史
』
巻
十

｢世
租
本
紀
七
｣
[至
元
十
五
年
五
月
辛
亥
]
､

[冬
十
月
乙
丑
]
､
『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢大
宗
師
｣
《
授
都
提
鮎
》
､

《
領
刑
准
道
教
》
､
《
授
玄
改
宗
師
》
｡

(
28
)

『元
史
』
巻
十

｢世
租
本
紀
｣
[至
元
十
六
年
二
月
壬
辰
]
､
『龍

虎
山
志
』
巻
下

｢龍
虎
山
大
上
清
正

一
宮
重
建
三
浦
殿
壇
模
三
門

碑
｣
(以
下

｢三
門
碑
｣
と
略
す
)
｡

(
29

)

『龍
虎
山
志
』
巻
下

｢三
門
碑
｣｡

(30
)
『養
家
文
集
』
巻
四

｢崇
正
室
悟
凝
和
法
師
提
鮎
文
学
秋
巌
先
生

陳
尊
師
墓
誌
銘
｣｡

(
31
)

『龍
虎
山
志
』
巻
上

｢人
物
下

･
李
宗
老
｣
､
巻
下

｢大
元
赦
賜

龍
虎
山
大
上
清
正

一
宮
碑
｣｡

(
32
)

『元
史
』
巻
十

｢世
親
本
紀
｣
[至
元
十
六
年
冬
十
月
辛
丑
]
､
巻

二
〇
二

｢鐸
老
停

･
太

一
敦
｣｡

(
33
)

至
元
十
七
年
正
月
､
十

一
月
に
全
真
数
の
李
通
謀
に
険
西
五
路
西

萄
四
川
道
教
提
鮎
を
任
ず
る
耳
型
､
C
型
の
命
令
文
が
馨
令
さ
れ
た
｡

十
二
月
に
は
三
茅
山
上
清
四
十
三
代
宗
師
許
道
妃
が
所
宿
に
験
あ
-

と
し
て
､
猫
立
宗
教
と
し
て
認
め
ら
れ
､
翌
年
二
月
に
は
三
十
八
代

宗
師
蒋
宗
瑛
が
招
碑
さ
れ
て
い
る
｡
張
宗
演
､
臨
川
の
女
冠
煉
師
部

君
も
至
元
十
七
年
､
詔
に
よ
っ
て
徹
さ
れ
た
｡
｢大
元
崇
道
聖
訓
王

言
碑
｣
(劉
兆
鶴

･
王
西
平

『重
陽
宮
道
教
碑
石
』
三
秦
出
版
社

一
九
九
八
年

一
九
､
九
七
-
九
八
頁
)､
『茅
山
志
』
(中
国
国
家

囲
書
館
戒
明
刊
本
)
巻
二

｢大
元
詔
詰
｣
､
巻
七

｢三
十
八
代
宗
師
､

四
十
三
代
宗
師
｣､
『元
史
』
巻
十

一
｢世
租
本
紀
｣
[至
元
十
七
年

十
月
甲
申
]
､
[十
二
月
丙
申
]
､
[至
元
十
八
年
三
月
丙
申
､
甲
辰
]
､

[秋
七
月
辛
酉
]
､
『危
太
撰
集
』
頼
集
巻
三

｢端
静
沖
粋
通
妙
英
人

貴
君
蓄
蔵
碑
｣
｡

(
34
)

『元
史
』
巻
十

一
｢世
租
本
紀
｣
[至
元
十
七
年
秋
七
月
己
巳
]
､

[至
元
十
七
年
十
月
甲
申
]
､
『塩
山
太
平
興
国
宮
探
訪
異
君
事
薯
』

巻
四

｢降
香
設
醒
意
旨
｣
､
｢宗
師
建
酷
意
旨
｣｡

(
35
)

『龍
虎
山
志
』
巻
下

｢大
元
赦
賜
龍
虎
山
大
上
清
正

一
宮
碑
｣
'

『元
史
』
巻
十
四

｢世
租
本
紀
｣
[至
元
二
十
四
年
]
､
『王
忠
文
公

集
』
巻
十
六

｢元
政
弘
文
輔
道
粋
徳
異
人
王
公
碑
井
序
｣､
『造
園
学

古
録
』
巻
二
五

｢河
囲
仙
壇
之
碑
｣｡

(
36
)

『松
雪
斎
文
集
』
巻
九

｢隆
道
沖
直
ハ崇
正
直
ハ人
杜
公
碑
｣､
『桧
郷

先
生
文
集
』
(静
嘉
堂
文
庫
蔵
元
刊
本
)
巻

一
｢大
護
持
杭
州
路
宗

陽
宮
碑
｣
'
｢杭
州
路
純
異
観
記
｣
'
『白
雲
稿
』
巻
三

｢杜
南
谷
英
人

停
｣｡

(
37
)

劉
建

｢河
北
蔚
願
玉
泉
寺
至
元
十
七
年
聖
旨
碑
考
略
｣
(
『考
古
』

一
九
八
八
-
四
)
､
高
橋
文
治

｢至
元
十
七
年
の
放
火
事
件
｣
(
『東

洋
文
化
学
科
年
報
』

一
二

一
九
九
七
年
十

一
月
)
｡

(
38
)

｢玄
門
掌
敦
大
宗
師
存
紳
癒
化
洞
明
英
人
郁
公
道
行
之
碑
｣
(
『道

家
金
石
略
』
六
九
九
頁
)｡

(
39
)

『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢大
宗
師
｣
《
絶
揺
道
教
》
､
巻
下

｢三
門
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碑
｣｡

(4
0

)
『清
容
居
士
集
』
巻
三
四

｢有
元
開
府
儀
同
三
司
上
卿
輔
成
賛
化

保
遅
玄
敦
大
宗
師
張
公
家
博
｣｡

(
41
)

『元
典
章
』
巻
三
三

｢砥
部
六

･
道
教
｣
《
先
生
毎
倣
酷
》
｡

(
42
)

『臨
用
具
文
正
公
集
』
巻
二
六

｢大
都
束
岳
仁
聖
宮
碑
｣｡

(
43
)

『廟
学
典
植
』
巻
二

｢左
丞
菓
李
立
太
学
設
捉
拳
司
及
路
敦
遷
轄

格
例
儒
戸
兎
差
｣｡

(
44
)

『元
典
章
』
巻
三
三

｢砥
部
六

･
道
教
｣
《
住
持
宮
観
事
》
｡

(
45
)

『龍
虎
山
志
』
巻
下

｢三
門
碑
｣
､
『元
典
章
』
巻
六

｢董
綱
二

･

憶
察
｣
《
察
司
合
察
事
理
》
至
元
二
十
五
年
三
月
欽
奉
聖
旨
低
量
第

五
款
｡

(
46
)

『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢天
師
｣
《
三
十
七
代
嗣
敦
》
､
巻
下

｢大
元

赦
賜
龍
虎
山
大
上
清
正

一
宮
碑
｣
'
｢大
元
赦
賜
大
上
清
正

一
高
書
宮

碑
｣
､
『元
史
』
巻
十
七

｢世
租
本
紀
十
四
｣
[至
元
二
十
九
年
正
月

突
卯
､
壬
成
]
｡

(
47
)

『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢天
師
｣
《
授
異
人
》
｡

(
48
)

『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢嗣
師
｣
《
授
南
岳
提
鮎
》
｡

(
49
)

『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢宮
門
｣
《
筋
張
聞
詩
異
人
》
､
『養
蒙
先
生

文
集
』
巻

一
｢筋
張
宗
師
師
租
制
｣｡

(
50
)

『王
忠
文
公
集
』
巻
十
六

｢元
政
弘
文
輔
道
粋
徳
英
人
王
公
碑
井

序
｣
｡

(
51
)

『元
史
』
巻
十
八

｢成
宗
本
紀
｣
[元
貞
元
年
二
月
発
卯
]

｡

(
52
)

『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢天
師
｣
《
加
封
租
天
師
》
､
《
賂
三
十
五
代

異
人
》
｡
な
お
､
前
者
の
起
草
者
は
張
聞
詩
へ
の
異
人
鍍
贈
輿
の
詔

と
同
じ
張
伯
淳
で
あ
る
｡
『養
家
先
生
文
集
』
巻

一
｢加
封
漠
天
師

制
｣
､
巻
下

｢大
元
赦
賜
龍
虎
山
大
上
清
正

一
宮
碑
｣
､
｢大
元
赦
賜

大
上
清
正

一
高
書
宮
碑
｣｡

(
53
)

『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢宮
門

･
高
士
｣
《
陳
義
高
》
､
｢張
留
孫
碑
｣｡

(
54
)

『元
史
』
巻
十
八

｢成
宗
本
紀
｣
[元
貞
元
年
七
月
壬
寅
]
｡

(
55
)

『程
雪
模
文
集
』
巻
十
九

｢揚
州
重
建
玄
妙
観
碑
｣
｡
な
お
､
程

鉦
夫
は
改
額
を
ク
ビ
ラ
イ
の
至
元
年
問
の
こ
と
と
す
る
｡
『臨
用
具

文
正
公
集
』
巻
二
五

｢御
香
資
江
陵
路
玄
妙
観
記
｣
も
同
じ
｡

(
56
)

『元
典
章
』
巻
三
三

｢穫
部
六

･
道
教
｣
《
先
生
毎
倣
酷
》
｡

(
57
)

『郭
天
錫
手
書
日
記
』
(上
海
囲
書
館
戒
稿
本
)
[至
大
元
年
十
月

二
十
日
]

｡

(
58
)

『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢大
宗
師
｣
《
加
異
人
同
知
集
賢
院
道
故
事
》､

《
加
同
知
集
賢
院
道
教
事
》
｡

(
59
)

『龍
虎
山
志
』
巻
上

｢人
物
上

･
天
師
｣
が
張
輿
材
の
嗣
敦
を
至

元
三
十

一
年
と
す
る
の
は
誤
-
｡

(60
)
『元
史
』
巻
十
九

｢成
宗
本
紀
｣
[元
貞
二
年
春
正
月
甲
午
]
､

『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢天
師
｣
《
三
十
八
代
掌
敦
》｡
『松
雪
斎
文
集
』

巻
九

｢赦
賜
玄
異
妙
癒
淵
徳
慈
済
元
君
之
碑
｣
が
張
輿
材
の
入
観
を

元
貞
二
年
春
三
月
と
す
る
の
は
誤
-
｡

(
61
)

『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢宮
門
｣
《
熊
貴
賓
住
持
》
､
《
李
志
立
提
拳
》､

巻
下

｢大
元
赦
賜
龍
虎
山
大
上
清
正

一
宮
碑
｣
､
｢大
元
赦
賜
大
上
清

正

一
高
書
宮
碑
｣｡

(
62
)

『龍
虎
山
志
』
巻
上

｢人
物
上

･
天
師
｣
､
『元
典
章
』
巻
三
三

｢植
部
六

･
道
教
｣
《
為
侍
法
線
事
》
､
《
為
法
線
先
生
事
》
｡

(
63
)

『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢天
師
｣
《
授
周
氏
仙
姑
》
｡

(
64
)

『隠
居
通
議
』
巻
三
〇
｢天
師
退
潮
｣
､
『龍
虎
山
志
』
巻
上

｢人
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物
上

･
天
師
｣
､
巻
下

｢大
元
赦
賜
大
上
清
正

一
高
書
宮
碑
｣｡

(
65
)

『龍
虎
山
志
』
巻
上

｢人
物
上

･
天
師
｣
､
巻
中

｢天
師
｣
《
加
三

十
六
代
置
ハ君
》
､
《
加
正

一
敦
主
菜
領
符
録
》
､
巻
中

｢宮
門
｣
､
巻
中

｢諸
高
士
｣
'
巻
下

｢大
元
赦
賜
大
上
清
正

一
高
専
宮
碑
｣
｡
な
お
同

碑
が
李
志
立
､
章
似
志
等
へ
の
叙
任
状
の
馨
令
を
大
徳
八
年
三
月
の

こ
と
と
す
る
の
は
誤
-
｡

(
66
)

『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢嗣
師
｣
《
授
大
都
崇
異
宮
提
鮎
》
､
巻
中

｢大
宗
師
｣
《
加
大
宗
師
》
｡
巻
下

｢大
元
赦
賜
大
上
清
正

一
高
書
宮

碑
｣
が
張
留
孫
へ
の
稀
鋸
授
輿
を
大
徳
四
年
と
す
る
の
は
誤
-
｡

(
67
)

『造
園
学
古
録
』
巻
四

一
｢元
故
累
贈
集
賢
直
学
士
亜
中
大
夫
追

封
魂
郡
侯
張
公
神
道
碑
銘
有
序
｣
に
よ
れ
ば
､
張
留
孫
は
末
弟
張
廉

孫
の
子
配
州租
を
成
宗
テ
ム
ル
に
ひ
き
あ
わ
せ
ケ
シ
ク
に
入
れ
て
い
る
｡

(
68
)

『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢大
宗
師
｣
《
特
賜
上
卿
》
｡

(69
)
『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢諸
高
士
｣
《
孫
益
謙
》
､
《
毛
頴
達
》
､
《
夏

文
泳
》
､
《
陳
日
新
》
､
｢宮
門
｣
《
呉
以
敬
住
持
》
｡

(
70
)

『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢大
宗
師
｣
《
加
大
異
人
》
､
｢嗣
師
｣
《
授
総

揚
直
ハ人
》
｡

(
71
)

『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢嗣
師
｣
《
総
揚
道
教
》
｡

(72
)

『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢大
宗
師
｣
《
加
特
進
》
｡

(
73
)

『元
史
』
巻
二
二

｢武
宗
本
紀
｣
[至
大
元
年
三
月
壬
午
]
｡

(
74
)

『龍
虎
山
志
』
巻
上

｢人
物
上

･
天
師
｣
｡

(
75
)

『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢天
師
｣
《
加
金
紫
封
囲
公
》
､
《
封
二
代
嗣

師
》
､
《
封
三
代
系
師
》
､
《
封
三
十
代
異
君
》
､
《
加
周
氏
異
人
》
､
《
鳩

氏
仙
姑
》
｡

(
76
)

『元
典
章
』
巻
三
三

｢砥
部

･
道
教
｣
《
有
張
天
師
戒
法
倣
先
生
》
｡

(
77
)

『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢大
宗
師
｣
《
賂
大
宗
師
曾
租
父
爵
註
》､

《
贈
大
宗
師
租
母
呉
氏
夫
人
》
､
《
加
贈
大
宗
師
父
爵
諒
》
､
《
加
贈
大

宗
師
母
周
氏
》
､
｢諸
高
士
｣
《
陳
義
高
》
､
『元
典
章
』
巻
十

一
｢吏

部
五

･
職
制

･
封
贈
｣
《
流
官
封
筋
等
第
》
｡

(
78
)

『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢嗣
師
｣
《
授
嗣
師
父
翰
林
学
士
》
､
《
贈
嗣

師
租
父
爵
註
》
､
《
贈
嗣
師
租
母
陳
氏
夫
人
》､
《
加
封
嗣
師
父
官
爵
》
､

《
封
嗣
師
母
野
氏
夫
人
》｡

(
79
)

『元
典
章
』
巻
三
三

(
80
)

『龍
虎
山
志
』
巻
中

(
81
)

『龍
虎
山
志
』
巻
中

(
82
)

『龍
虎
山
志
』
巻
中

(
83
)

『龍
虎
山
志
』
巻
中

(
84
)

『龍
虎
山
志
』
巻
中

(
85
)

『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢植
部
六

･
稗
造
｣
《
革
恰
造
衛
門
兎
差
馨
》｡

｢大
宗
師
｣
《
加
動
鋸
》
｡

｢大
宗
師
｣
《
庇
衛
道
教
》
｡

｢嗣
師
｣
《
給
印
掌
敦
》
｡

｢嗣
師
｣
《
賜
崇
文
官
額
》
｡

｢宮
門
｣
《
追
封
張
思
永
等
量
人
》
｡

｢大
宗
師
｣
《
加
開
府
》
､
『元
史
』
巻
二
五

- 126-
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｢仁
宗
本
紀
｣
[延
稀
二
年
四
月
乙
巳
二
十
八
日
]
｡
｢張
留
孫
碑
｣

は
､
保
蓮
の
動
鋸
を
皇
慶
元
年
に
誤
-
､
開
府
儀
同
三
司
の
加
按
と

同
日
に
弟
子
七
名
､
租
師
人
名
を
異
人
に
封
じ
た
と
す
る
が
､
弟
子

の
加
封
は

『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢宮
門
｣
｢諸
高
士
｣
に
は
収
録
さ

れ
ず
､
租
師
の
加
封
は
七
名
､
し
か
も
延
柘
元
年
の
こ
と
で
あ
る
｡

(
86
)

『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢大
宗
師
｣
《
加
贈
大
宗
師
曾
租
父
官
封
》
'

《
加
贈
大
宗
師
曾
租
母
呉
氏
》
､
《
加
贈
大
宗
師
租
父
官
封
》､
《
加
齢

大
宗
師
租
母
呉
氏
》､
《
加
齢
大
宗
師
父
官
封
》
､
《
加
贈
大
宗
師
母
周

氏
》
｡

(
87
)

『元
典
章
』
巻
三
三

｢植
部
六

･
道
教
｣
《
有
張
天
師
戒
法
倣
先

生
》
｡

｣
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(
89
)

(
9
0
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(
99

)

『龍
虎
山
志
』
巻
上

｢人
物
上

･
天
師
｣
､
『書
史
合
要
』
巻
七
､

『囲
槍
賓
鑑
』
巻
五
｡

『龍
虎
山
志
』
巻
上

｢人
物
上

･
天
師
｣
､
巻
下

｢大
元
赦
賜
大

上
清
正

一
高
書
宮
碑
｣｡

現
行
の

『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢諸
高
士
｣
《
董
庭
謙
》
に
は
常
該

の
命
令
文
が
収
録
さ
れ
て
い
な
い
｡

『龍
虎
山
志
』
巻
上

｢人
物
上

･
天
師
｣｡

『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢宮
門
｣
《
陳
士
困
住
持
》
､
｢諸
高
士
｣
《
李

庭
噺
》
｡

『龍
虎
山
志
』
巻
下

｢大
元
赦
賜
大
上
清
正

一
商
量
吋宮
碑
｣

『道
家
金
石
略
』
五
九
八
､
六

一
一
頁
｡

中
村
淳

･
松
川
節

｢新
登
現
の
蒙
漠
合
壁
少
林
寺
聖
旨
碑
｣
(
『内

陸
ア
ジ
ア
言
語
の
研
究
』
八

一
九
九
三
年
五
月
)
｡

鉦
に
前
掲
中
村

･
松
川
論
文
二
〇
頁
に
指
摘
が
あ
る
｡

前
掲
中
村

･
松
川
論
文
二
〇
-
二

一
頁
参
照
｡

た
と
え
ば

『元
典
章
』
巻
三
三

｢砥
部
六

･
程
道
｣
《
革
恰
道
街

門
兎
差
登
》
｡

照
那
斯
囲

『八
思
巴
宇
和
蒙
古
語
文
献
Ⅱ
文
献
匪
集
』
(東
京
外

国
語
大
学
ア
ジ
ア
･
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所

一
九
九

一
年

五
-
十
頁
)
｡

『八
思
巴
宇
和
蒙
古
語
文
献
Ⅱ
文
献
匪
集
』

『八
思
巴
宇
和
蒙
古
語
文
献
Ⅱ
文
献
匪
集
』

『重
陽
宮
道
教
碑
石
』
五
､

一
九
､
五
四
､

一
一
-

一
五
頁
｡

一
六
-
二
〇
頁
｡

九
七
-
九
八
､

一
二

329

(
1-3
)

四
-

二

一七
､

一
四
〇
頁
｡

た
と
え
ば
､
｢大
元
易
州
龍
興
観
宗
支
恒
産
記
｣
(
『道
家
金
石
略
』

九
八
六
頁
)
に

〟聞
其
常
住
事
産
等
､
悉
輿
編
民
更
互
隣
接
､
宜
令

其
観
住
持
､
洛
本
観
所
有

l
切
事
産
等
､
従
賓
明
白
異
苦
闘
列
､
深

刻
千
石
､
永
為
究
澄
､
以
絶
其
将
来
昏
占
侵
奪
争
訟
之
源
者
″､
大

徳
八
年
九
月
に
書
か
れ
た
郡
権
の

｢御
衣
局
記
｣
(李
経
漠

｢新
願

《
御
衣
局
記
》
碑
｣
『天
津
史
志
』

一
九
八
七
-

一
)
に

〟守
職
者

李
得
成
等
観
購
局
文
券
類
皆
紙
書
､
不
能
垂
示
永
久
､
欲
刻
諸
石
'

命
予
記
之
″

と
あ
る
｡
な
お
､
全
英
敦
の
租
庭
永
楽
宮
に
は
､
走
宗

グ
ユ
ク
の
戊
申
年

(
二

一四
八
)
二
月
に
鳩
志
亨
､
李
志
常
が
給
付

し
た
戒
牒
の
現
物
が
の
こ
っ
て
お
-
､
そ
の
実
寅
が

l
九
九
八
年
四

月
の
段
階
で
は
現
地
呂
公
桐
の
展
示
パ
ネ
ル
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
｡

そ
の
他
の
文
書
も
ま
と
め
て
保
存
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
｡

(
1-4
)

『長
春
大
宗
師
玄
風
塵
合
囲
説
文
』
史
志
経
後
序
｡

(
1-5
)

『順
天
府
志
』
｢宮
｣
(北
京
大
学
出
版
社

一
九
八
三
年

七
四

-
七
五
頁
)

｡

(
1-6
)

『桂
翁
文
集
』
巻

l
四

｢書
元
呉
英
人
二
代
封
腹
話
詞
副
書
刻
本

後
｣｡

(
1-7
)

大
徳
八
年
の
三
敦
老
人
序
は
､
『桧
郷
先
生
文
集
』
巻
四

｢杭
州

路
三
敦
人
士
迭
監
郡
序
｣
に
よ
っ
て
杜
道
堅
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
｡

(
1-
)

天

一
寅
慶
宮
の
住
持
張
洞
圏
が
編
ん
だ
武
富
山
の

『啓
聖
嘉
慶

囲
』
も
正

一
敦
の
認
可
の
も
と
に
刊
行
さ
れ
た
｡
泰
走
四
年
刊
行
の

『茅
山
志
』
巻
頭
に
も
玄
敦
大
宗
師
呉
全
節
の
序
と
印
が
刻
ま
れ
る
｡

(
1-9
)

い
ず
れ
も
留
用
光
の
表
､
あ
る
い
は
蚊
が
あ
-
､
首
初
の
立
石
者

は
彼
だ
ろ
う
｡
左
街
道
録
で
上
清
正

一
宮
の
事
務
を
取
-
仕
切
っ
た

留
用
光
は
､
慶
元
､
嘉
泰
年
間
に
田
賊
の
免
除
な
ど
の
申
請
を
盛
ん

に
行
っ
た
｡
同
時
代
の

｢蘭
書
省
牒
｣
碑
の
例
か
ら
す
る
と
､
牒
は
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〟尚
書
省
牒
〇
〇
〇
∵
-
-
[〇
〇
〇
の
奏
状
の
引
用
]
-
-

‥
牒

‥
奉
赦
､
宜
賜
〇
〇
〇
番
額
､
牒
至
准
赦
､
故
牒
″

と
い
う
形
式
の

賜
額
を
澄
明
す
る

〟赦
黄
の
文
字
″

で
あ
-
､
街
府
に
到
任
し
た
官

員
の
迎
接
や
宮
観
の
科
差
揺
役
等
の
免
除
等
を
保
障
す
る
節
子
と
合

刻
さ
れ
て
い
た
｡
『龍
虎
山
志
』
巻
中

｢詔
詰
｣
に
も
収
録
さ
れ
て

い
た
可
能
性
が
高
い
｡
呉
全
節
の
亡
-
な
っ
た
至
正
六
年
直
後
､
四

十
代
張
嗣
徳
に
は
､
こ
れ
ら
の
末
代
の
碑
刻
を
ま
と
め
て
垂
刊
せ
ね

ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ

っ
た
と
見
ら
れ
る
｡
『龍
虎
山
志
』
巻
上

｢人
物
下

･
留
用
光
｣
､
『垂
修
龍
虎
山
志
』
巻
九

｢田
賦
｣
お
よ
び

｢紫
清
観
牒
｣
､
｢升
元
観
赦
｣
､
｢赦
賜
両
店
洞
崇
道
廟
学
記
｣
､
｢崇

佑
観
牒
｣
､
｢三
茅
寧
書
観
牒
｣
'
｢白
雲
昌
毒
親
政
牒
｣
(以
上
､
『道

家
金
石
略
』
三
二
五
､
三
三
二
､
三
三
三
'
三
三
七
､
三
四
九
､
三

六

一
頁
)､
｢六
和
塔
尚
書
省
牒
碑
｣
(
『北
拓

(南
宋
43
)』
七
七
頁
)
､

『南
山
事
要
指
掌
集
』
(中
囲
囲
家
囲
書
館
戒
明
刊
本
)
巻

一
等
参

刀口いO
nロハ

(110
)
『呪
泉
集
』
巻
二

｢遊
仙
巌
詩
序
｣
〟

逐
命
舟
訪
巌
之
右
､
日
明

誠
観
者
､
呉
大
宗
師
河
囲
仙
壇
也
″｡

(
m
)

『道
家
金
石
略
』
九
六
二
頁
､
『潜
研
堂
金
石
文
抜
尾
』
巻
二
〇

｢赦
賜
玄
改
宗
停
碑
｣｡

(
112
)

王
達
起

｢停
世
趨
孟
痛
苦
道
教
碑
寅
備
考
｣
(
『文
物
』

l
九
八
三

-
六
)
｡

(
113
)

『貴
渓
願
志
』
第
三
章

｢歴
史
文
物
｣
(中
国
科
学
出
版
社

一

九
九
六
年
八
月

一
二

八
-
二

一
九
頁
)
に
い
う

｢元
代
玄
敦

大
宗
師
張
公
塘
記
｣
は
立
地
場
所
不
明
｡
な
お
､
『同
治
貴
渓
願
志
』

巻
九
之
七

｢金
石
｣
は
､
⑲
､
⑪
と
明
の

｢上
清
宮
虚
靖
耐
量
建
碑

記
｣
(在
靖
通
巻
)
し
か
収
録
し
て
い
な
い
｡

〔
附
記
〕

本
稿
は
､
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金

(若
手
研
究
B
)

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
｡
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In exploring the contents of the Binwangnok, I have been able to trace the 

movements of the embassy, and indicate the circwnstances of the dispatch of the 

embassy in 1273, the personnel that comprised it, the route traveled back and 

forth between the Gaegyeong ~/'Jl. and Yanjing ~/'Jl., the preparation for the wel

come by the Yuan, the appearance of meeting with Qubilai qa'an and other impor

tant figures of the Yuan, and problems regarding the formal letters of gratitude or 

congratulation frequently presented by the embassy from Koryo. Finally, I have 

attempted to make some preliminary arguments on the various problems that 

came up in the negotiations concerning the relationship between the two govern

ments. 

THE SPHERE OF MONGOL WRITTEN EDICTS AS SEEN 

IN THE LONGHUSHANZHI: A PRELUDE TO THE 

STUDY OF THE ZHENGYI SECT 

MIYA Noriko 

In the year 1313, the Daoist lhengyi, Orthodox Oneness, sect IE ~f)[, which 

experienced an unprecedented and never to be repeated flowering under the pro

tection of the Mongol Dynasty, established the Longhushan Dashangqing zheng

yiwanshougong tl~reLlJ*L~jlfIE~~!=§ as the head temple of the sect. In com

memoration, the emperor Ren long C*, Ayurbarwada-Qa'an, issued an imperial 

edict, Jarliq, ordering the compilation and publication of the Longhushanzhi 
~reLlJ~, describing the history of the sect. A manuscript that almost perfectly 

preserves the form of the original is held by the Imperial Palace Museum in 

Taiwan. The manuscript contains a vast number of various types of official orders 

of appointment issued by the Mongol court to sect leaders and influential mem

bers, as well as numerous records of priceless stelae that are now lost. All the 

orders of appointment record the date of their issue, and some of the imperial 

edicts demonstrate a unique written form that is a direct translation of Mongol lan

guage wording into vernacular Chinese. These documents have been used here in 

order to record an accurate chronology of the lhengyi sect in the Mongol period. 

In organizing and examining the official orders of appointment, I have attempted to 

consider the historical background of the work's publication and fundamental issues 

of its relationship to other works and epigraphy that have been used as primary 

historical sources, and additionally to prepare for a further study of written orders 

-3-
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of the Mongol period themselves. 

QIAN DAXIN'S LOCAL HISTORY, THE QIANLONG YINXIANZHI 

INABA !chira 

Evidential studies ~il:ll'J¥, a philological approach to the historical record, was 

a discipline characteristic of the learning of the Qing Dynasty, but it should also be 

noted that the age was also a period when the compilation of local histories was 

extremely popular. 

Qian Daxin ~~*Sjr has been recognized as the most prominent of those in

volved in evidential studies, but his Yuanshikao 5t5!:.tl1ri was never completed and 

his reputation as a historian is not as high as it might have been. Nevertheless, as 

he treated local history as historical narrative, by examining the local histories that 

he compiled, it is still possible to appreciate his acuity as a historian. In this arti

cle, I consider his role as a historian through an analysis of the Qianlong Yinxian

zhi lj!zJJ:irolit*iG':, a local history, which he had compiled. 

Qian Daxin was involved in compiling three local histories in his lifetime, the 

Rehezhi 1IAiilJiG':, the Yinxianzhi, and the Changxingxianzhi *~JI!v*iG':. Because his 

first effort, the Rehezhi, was from his early days as an official and scholar, it can 

be surmised that it was compiled in accordance with tradition. However, it was 

impetus for reading through numerous local histories and establishing his own 

style, and also for his building a collection of historical evidence. 

The Yinxianzhi was compiled after Qian had retired from the bureaucracy and 

become the director of the Academy iH1C in the fifty-third year of the Qianlong 

era on the request of his intimate friend Qian Weiqiao ~~*t1!ff, the governor of 

Yinxian. This local history is characterized on one hand by Qian's thorough ex

amination of the Kangxi Yinxianzhi ffl'!'f~i~lit*iG':, compiled one hundred years ear

lier by Wen Xingdao f:!f.I'tl~, an examination in which Qian applied the philological 

techniques of evidential studies to each description, indicating original sources, and 

also adding descriptions of events which he assembled himself, while on the other 

hand he organized the whole structure following the classical form. While the 

narrative praises Qing policy in the preface to each section of the work, the main 

body of the work elucidates historical reality, pointing out social contradictions be

hind the present prosperity and the weakness of the foundations to arouse the 

attention of politic leaders. 
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